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終
章

お
わ
り
に

(
凡
例
)

一
.
引
用
文
は
原
則
と
し
て
原
文
の
ま
ま
と
し
た
が
、
旧
漢
字
は
概
ね
新
漢
字
に
改
め
た
。

二
.
句
読
点
の
な
い
引
用
文
に
は
、
句
読
点
を
適
宜
加
え
た
。

コ
一
.
引
用
文
へ
の
註
記
は
〔
〕
で
記
し
た
。

四
.
引
用
文
の
省
略
は
・
・
・
で
記
し
た
。

五
.
引
用
文
の
う
ち
判
読
不
能
な
箇
所
に
つ
い
て
は
口
で
記
し
た
。

六
.
敬
称
は
原
則
と
し
て
省
略
し
た
。



序
章

は
じ
め
に

第
一
節

課
題
の
設
定

公
企
業
(
特
殊
事
は
、
行
政
改
革
論
議
の
な
か
で
そ
の
存
在
意
義
を
間
わ
れ
続

(2) 

け
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
第
一
次
、
第
二
次
臨
時
行
政
調
査
会
や
三
次
に
わ
た
る
臨
時

(3) 

行
政
改
革
推
進
審
議
会
な
ど
に
お
い
て
特
殊
法
人
の
整
理
・
合
理
化
が
取
り
上
げ
ら
れ
、

(
4
)
 

村
山
富
市
内
閣
は
特
殊
法
人
改
革
を
政
権
の
柱
と
し
た
。
そ
し
て
、
二
0
0
0
年
二
一

月
に
閣
議
決
定
さ
れ
た
「
行
政
改
革
大
綱
」
で
は
、
一
一
O
O
二
年
三
月
ま
で
に
特
殊
法

人
の
整
理
合
理
化
計
画
を
策
定
し
、
二

O
O
五
年
ま
で
に
法
整
備
な
ど
の
必
要
な
措
置

を
講
ず
る
こ
と
が
明
記
さ
れ
た
。
近
年
に
お
い
て
は
、
小
泉
純
一
郎
内
閣
が
二
O
O
一

年
六
月
一
一
一
一
日
に
特
殊
法
人
等
改
革
推
進
本
部
を
発
足
さ
せ
、
「
行
政
改
革
大
綱
」
の

(
5
)
 

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
を
前
倒
し
す
る
形
で
改
革
を
進
め
よ
う
と
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
過
程

公企業と官僚制(1)

の
な
か
で
、

一
九
六
七
年
に
最
大
一

一
一
一
一
あ
っ
た
特
殊
法
人
は
「
図
1
」
に
見
る
よ
う

(6) 

に
減
少
し
て
い
き
、
二

0
0
0
年
度
末
に
は
七
七
に
ま
で
縮
小
し
た
。
こ
の
う
ち
、
日

本
固
有
鉄
道
、
日
本
専
売
公
社
、
日
本
電
信
電
話
公
社
の
三
公
社
が
第
二
次
臨
時
行
政

(7) 

調
査
会
の
答
申
を
踏
ま
え
て
民
営
化
さ
れ
た
こ
と
は
記
憶
に
新
し
い
。
し
か
し
、
改
革

(8) 

の
大
半
は
行
政
官
僚
制
に
よ
る
抵
抗
の
前
で
数
合
わ
せ
(
統
合
)
に
終
わ
り
、
現
在
進

特殊法人数の推移国 1
設置数

120 
110 
10日

90 
80 
70 

60 
50 
40 

30 

(注)第142回及ぴ第143回国会で成立した特殊法人の統合等関連3法の施行により、
特殊法人数は81となっている。

(出所)総務庁『総務庁年次報告J1998年、 68頁。
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説

(
9
)
 

行
中
の
も
の
も
大
き
な
抵
抗
に
直
面
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
特
殊
法
人
と
行
政
改
革
の
関
係
の
う
ち
、
第
二
次
臨
時
行
政
調
査
会
以
降
の
特
殊
法
人
改
革
は
、
肥
大
化
し
た
行
政
活
動
を
見

直
し
、
そ
れ
を
簡
素
・
合
理
化
し
よ
う
と
す
る
な
か
で
、
す
な
わ
ち
「
小
さ
な
政
府
」
の
実
現
を
目
指
す
な
か
で
試
み
ら
れ
て
き
た
。
こ
の

こ
と
は
、
特
殊
法
人
に
関
す
る
二
つ
の
状
況
を
示
し
て
い
る
。
第
一
は
、
特
殊
法
人
が
行
政
活
動
の
肥
大
化
(
「
大
き
な
政
府
」
)
を
も
た
ら

す
要
因
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
第
二
次
臨
時
行
政
調
査
会
の
最
終
答
申
は
「
現
業
等
の
政
府
直
営
事
業
や
公
社

・
公
団
・
公
庫
等
の
特
殊
法
人
等
い
わ
ゆ
る
官
業
」
の
う
ち
、
特
殊
法
人
に
つ
い
て
「
行
政
の
減
量
化
と
官
民
の
事
業
分
野
の
調
整
と
い
う

(
叩
)

観
点
か
ら
徹
底
し
た
見
直
し
を
行
」
う
必
要
が
あ
る
と
述
べ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
ま
さ
に
特
殊
法
人
が
行
政
活
動
の
肥
大
化
に
関
わ
っ
て
い

た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
第
二
は
、
特
殊
法
人
が
非
効
率
な
行
政
活
動
の
要
因
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
第
二
次
臨
時
行
政

調
査
会
の
最
終
答
申
で
は
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。
「
い
わ
ゆ
る
官
業
は
、
・
・
・
公
共
性
と
企
業
性
の
調
和
と
い
う
理
念
に
基
づ

き
設
置
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
現
状
は
こ
の
理
念
が
十
分
に
実
現
さ
れ
ず
、
非
能
率
、
不
採
算
等
多
く
の
問
題
を
抱
え
・
・
・
官
業
と
し

(
日
)

て
の
存
在
理
由
を
関
わ
れ
て
い
る
も
の
も
少
な
く
な
い
」
。

し
か
し
、
公
企
業
は
理
論
上
、
次
の
よ
う
な
利
点
を
持
っ
て
い
る
と
い
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
行
政
機
関
か
ら
独
立
し
た
組
織
で
あ
る
た

め
設
置
と
廃
止
が
簡
単
に
で
き
る
こ
と
、
行
政
機
関
の
仕
事
を
増
や
さ
な
い
こ
と
、
行
政
機
関
に
比
べ
て
経
営
の
自
由
が
あ
る
こ
と
、
で
あ

(ロ)
る
。
こ
う
し
た
利
点
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
行
政
活
動
の
肥
大
化
や
非
能
率
化
を
も
た
ら
し
て
い
る
今
日
の
特
殊
法
人
の
あ
り
様
は
、
公
企

業
の
理
論
的
枠
組
み
か
ら
大
き
く
外
れ
た
も
の
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

以
上
の
よ
う
な
特
殊
法
人
の
置
か
れ
た
状
況
と
理
論
の
ズ
レ
か
ら
こ
つ
の
問
い
が
導
か
れ
る
。

第
一
の
問
い
は
、
公
企
業
と
行
政
活
動
の
肥
大
化
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
あ
る
論
者
は
、
特
殊
法
人
等
を
「
官
僚
が
利
権

(
日
)

を
大
規
模
に
栽
培
す
る
『
裏
庭
』
と
も
い
う
べ
き
」
も
の
と
論
じ
て
い
る
が
、
特
殊
法
人
は
ど
の
よ
う
な
歴
史
的
な
経
緯
を
へ
て
官
僚
の

論

北法53(1・4)4



(
H
H
)
 

「
裏
庭
」
と
な
り
、
行
政
の
活
動
を
増
殖
す
る
便
利
な
ツ
l
ル
に
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

第
二
の
聞
い
は
、
公
企
業
の
企
業
性
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
公
企
業
に
は
、
公
共
性
(
公
共
の
福
祉
の
増
進
へ
の
配
慮
)
と
企
業
性
(
独

(

日

)

(

凶

)

立
採
算
制
の
原
則
の
確
立
)
の
両
立
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
実
際
に
は
公
共
性
が
重
視
さ
れ
、
公
企
業
は
収
益
の
見
込
み
が
な
い

(
口
)

事
業
に
活
用
さ
れ
て
き
た
。
で
は
、
な
ぜ
企
業
性
は
軽
視
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
監
督
官
庁
に
従
属
す
る
よ
う

(
凶
)

な
制
度
や
運
用
か
ら
説
明
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
制
度
や
運
営
が
な
ぜ
形
成
・
定
着
し
得
た
の
か
を
歴
史
的
に
明

公企業と官僚制(1)

ら
か
に
す
る
作
業
は
、
残
さ
れ
た
課
題
で
あ
る
と
い
え
る
。

(
日
)

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
こ
う
し
た
問
題
関
心
に
基
づ
き
公
企
業
を
行
政
学
の
視
点
か
ら
歴
史
的
に
検
討
し
て
い
く
。
よ
り
具
体
的
に
は
、
昭

(
初
)

和
戦
時
期
か
ら
戦
後
復
興
期
に
か
け
て
登
場
し
た
「
営
団
」
「
公
団
」
「
公
社
」
を
検
討
し
て
い
く
こ
と
と
し
た
い
。

本
稿
が
こ
の
時
期
の
公
企
業
を
取
り
上
げ
る
理
由
は
、
以
下
の
点
に
あ
る
。

第
一
に
、
公
企
業
の
中
核
が
こ
の
時
期
に
形
成
さ
れ
た
と
見
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
公
企
業
の
中
核
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
は

(
れ
)
(
辺
)

「
E
E
n
n。弓
o
E
5と
で
あ
る
。
日
本
で
は
、
国
鉄
・
専
売
・
電
電
の
三
「
公
社
」
の
み
を
「
E
Z
R
n
o
G
2
a
gロ
」
と
捉
え
る
こ
と
が

(
お
)

多
い
が
、
本
来
的
に
は
よ
り
広
く
「
公
団
」
な
ど
も
そ
の
範
障
に
含
ま
れ
る
(
詳
細
に
つ
い
て
は
序
章
第
三
節
参
照
)
。
こ
う
し
た

「
E
g
k
n。
号
。

E
gロ
」
の
う
ち
「
公
社
」
は
、
戦
後
復
興
期
に
誕
生
し
た
。
そ
し
て
「
公
団
」
に
つ
い
て
は
、
「
一
九
三
0
年
代
に
な
る

と
、
日
中
戦
争
の
拡
大
に
よ
っ
て
、
経
済
統
制
の
た
め
に
営
団
な
ど
の
公
企
業
が
設
立
さ
れ
る
。
・
・
・
こ
の
時
期
の
組
織
形
態
と
し
て
、

特
殊
会
社
と
並
ん
で
、
戦
後
の
「
公
団
』
の
原
型
と
な
っ
た
『
営
団
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
(
た
と
え
ば
、
帝
都
高
速

(

M

)

(

お
)

度
交
通
営
団
)
」
と
い
う
よ
う
に
、
戦
時
期
の
「
営
団
」
を
原
型
に
す
る
と
い
う
見
方
が
一
般
的
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
戦
時
期
か
ら
戦
後

(
お
)

復
興
期
に
か
け
て
の
時
期
は
、
公
企
業
の
形
成
期
と
見
な
さ
れ
て
い
る
。

第
二
に
、
第
一
の
点
と
も
関
連
す
る
が
、
今
日
の
公
企
業
は
こ
の
時
期
の
延
長
線
上
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し

北法53(1-5)5 



説

た
過
去
と
現
在
を
結
び
付
け
る
見
解
は
、
「
一
九
四
O
年
体
制
」
論
に
よ
っ
て
俄
に
注
目
を
浴
び
た
。
「
一
九
四
O
年
体
制
」
論
と
は
、
戦
時

(
幻
)

源
流
論
と
と
も
に
-
九
九
0
年
代
に
流
行
し
た
現
代
日
本
経
済
シ
ス
テ
ム
の
起
源
に
関
す
る
議
論
で
あ
る
。
野
口
悠
紀
雄
は
『
一
九
四
O
年

体
制
」
(
一
九
九
五
年
)
に
お
い
て
、
日
本
経
済
の
重
要
な
構
成
要
素
と
し
て
官
僚
機
構
を
挙
げ
、
今
日
に
続
く
民
間
部
門
に
対
す
る
官
僚

統
制
の
出
発
点
と
し
て
一
九
一
一
一
0
年
代
の
経
済
統
制
に
つ
い
て
記
し
て
い
る
。
そ
し
て
「
営
団
」
を
統
制
会
と
と
も
に
官
僚
統
制
の
手
法
と

位
置
づ
け
た
。
野
口
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
す
な
わ
ち
「
統
制
会
の
機
能
が
必
ず
し
も
十
分
で
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
よ
り
直
接
的
に
政

府
の
意
向
を
反
映
さ
せ
る
組
織
と
し
て
、
非
営
利
の
特
殊
法
人
で
あ
っ
て
政
府
の
指
導
監
督
に
服
す
る
『
営
団
』
が
作
ら
れ
た
。
・
・
・
こ

(
お
)

れ
ら
は
、
戦
後
形
を
変
え
て
、
公
団
、
公
庫
な
ど
と
な
っ
た
」
、
「
営
団
、
金
庫
な
ど
、
今
日
の
公
社
、
公
庫
の
前
身
も
、
こ
の
時
代
に
作
ら

(m) 
れ
た
」
で
あ
る
。
し
か
し
、
野
口
は
こ
の
本
の
な
か
で
「
営
団
」
が
「
公
団
」
「
公
社
」
の
原
型
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
に
止
ま
り
、
「
営

団
」
が
ど
の
よ
う
に
変
容
し
て
「
公
団
」
「
公
社
」
に
な
っ
た
の
か
に
つ
い
て
何
ら
具
体
的
な
説
明
を
行
っ
て
い
な
い
。
戦
時
期
と
戦
後
の

繋
が
り
に
つ
い
て
は
、
改
め
て
検
討
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
と
い
え
る
。

弓b.
u岡

第
三
に
、
こ
の
時
期
の
公
企
業
は
以
上
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
て
は
い
る
が
、
そ
の
経
緯
に
つ
い
て
は
未
だ
十
分
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な

い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
公
企
業
の
歴
史
的
経
緯
は
、
年
代
記
的
な
通
史
と
し
て
描
か
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
そ
の
記
述
は
、
十
分
な
実
証

(
初
)

作
業
の
裏
打
ち
が
な
さ
れ
て
い
な
い
た
め
に
印
象
論
的
な
域
を
出
な
い
も
の
が
多
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
行
政
学
で
は
、

(
幻
)

次
の
よ
う
な
示
唆
的
な
論
及
が
な
さ
れ
て
い
る
。

「
昭
和
の
戦
時
経
済
下
に
お
い
て
形
成
さ
れ
た
営
団
(
住
宅
営
団
、
重
要
物
資
管
理
営
団
、
中
央
食
糧
営
団
等
)
お
よ
び
金
庫
(
戦
時

金
融
金
庫
、
国
民
更
生
金
庫
等
)
に
つ
い
て
も
触
れ
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
こ
れ
ら
の
な
か
に
は
民
間
出
資
を
含
む
も
の
も
あ
る

が
、
い
ず
れ
も
当
時
の
経
済
統
制
上
の
必
要
か
ら
設
立
運
用
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
ま
ぎ
れ
も
な
く
非
常
時
の
産
物
で
あ
っ
た
。
た

だ
当
時
の
経
験
を
抜
き
に
し
て
は
戦
後
に
お
け
る
各
種
公
団
・
公
庫
の
発
展
を
語
り
え
ず
、
そ
の
意
味
で
わ
が
国
の
公
共
企
業
体
形
成

北法53(1・6)6



史
に
お
い
て
重
要
な
意
義
を
持
っ
て
い
る
。
」

し
か
し
、
こ
こ
で
は
、
戦
時
期
の
「
営
団
」
が
戦
後
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
「
重
要
な
意
義
」
を
持
っ
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
説
得
的
な

説
明
を
展
開
し
て
い
な
い
。
こ
れ
は
、
歴
史
的
経
緯
に
関
す
る
研
究
蓄
積
が
十
分
で
な
い
故
に
、
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
方
が
正
し
い
よ
う

に
も
思
わ
れ
る
。
こ
う
し
た
印
象
論
的
な
記
述
は
、
行
政
学
に
と
ど
ま
ら
ず
公
企
業
研
究
が
最
も
盛
ん
に
行
わ
れ
た
経
済
学
や
経
営
学
に
お

(

幻

)

(

お

)

い
て
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
日
本
の
公
企
業
史
に
つ
い
て
は
良
い
文
献
が
な
い
」
と
い
わ
れ
る
所
以
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
精
織
な
個

(
泊
)

別
研
究
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
公
企
業
の
歴
史
的
展
開
を
事
実
の
追
跡
に
基
づ
い
て
説
得
的
に
説
明
し
て
い
る
例
は
な
い
と
い

っ
て
よ
い
状
況
に
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
今
日
の
公
企
業
の
形
成
期
と
さ
れ
る
こ
の
時
期
の
公
企
業
を
詳
細
に
追
跡
し
て
い
く
必
要
が
あ
る

(
お
)

と
い
え
る
。
そ
し
て
、
こ
の
時
期
の
経
緯
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
、
公
企
業
の
現
状
を
考
察
す
る
た
め
の
糸
口
を
見
い
だ
す
こ
と
に
し
た

、。
E
V
 

公企業と官僚制(1)

以
上
の
こ
と
か
ら
本
稿
の
課
題
は
、
行
政
学
の
視
点
か
ら
、
(
こ
公
企
業
の
形
成
期
に
あ
た
る
戦
時
期
の
「
営
団
」
と
戦
後
復
興
期
の

「
公
団
」
「
公
社
」
に
焦
点
を
あ
て
、
つ
乙
戦
時
期
と
戦
後
の
連
関
に
留
意
し
つ
つ
、
(
三
)
そ
の
経
緯
を
克
明
に
記
述
す
る
こ
と
で
、
こ

の
時
期
の
公
企
業
が
そ
の
後
の
展
開
に
与
え
た
意
味
を
考
察
す
る
こ
と
、
に
置
か
れ
る
。

な
お
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
戦
時
期
と
現
在
と
が
密
接
に
関
わ
っ
て
い
る
と
い
う
見
解
は
多
く
の
と
こ
ろ
で
示
さ
れ
て
い
る
。
一
九
九

0
年
代
に
は
、
先
の
「
一
九
四
O
年
体
制
」
論
や
戦
時
源
流
論
の
ほ
か
に
、
総
力
戦
体
制
下
に
お
け
る
社
会
の
組
み
替
え
が
戦
後
を
規
定
し

(

お

)

(

幻

)

て
い
っ
た
と
い
う
議
論
も
登
場
し
た
。
こ
れ
ら
の
議
論
で
は
、
戦
時
期
と
現
在
を
連
続
的
に
、
戦
前
期
と
戦
時
期
を
断
絶
的
、
あ
る
い
は
暖

(

お

)

(

却

)

味
に
捉
え
る
と
い
う
傾
向
が
見
ら
れ
た
。
こ
の
う
ち
「
一
九
四
O
年
体
制
」
論
を
提
示
し
た
野
口
は
、
戦
時
体
制
が
戦
後
に
連
続
す
る
こ
と

を
主
張
す
る
一
方
で
、
他
方
に
お
い
て
、
そ
れ
以
前
と
は
断
絶
の
関
係
に
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
「
官
僚
の
発
想
法
、
官
対
民
の

(
刊
)

関
係
、
そ
し
て
税
財
政
制
度
な
ど
は
、
明
治
以
来
一
貫
し
て
続
い
て
き
た
わ
け
で
は
な
い
。
戦
時
経
済
期
に
、
大
き
な
断
絶
が
あ
る
」
と
い
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説

う
の
で
あ
る
。
本
稿
の
課
題
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
こ
こ
で
問
わ
れ
る
べ
き
は
、
戦
時
期
の
「
営
団
」
の
発
想
は
果
た
し
て
戦
前
期
と
断
絶

し
た
も
の
な
の
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
関
し
て
「
一
九
四
O
年
体
制
」
論
を
更
に
遡
ら
せ
、
そ
の
骨
格
が
満
洲
固
に

(
H
M
)
 

お
い
て
形
成
さ
れ
た
こ
と
を
論
じ
て
い
る
の
が
小
林
英
夫
で
あ
る
。
小
林
は
、
た
と
え
ば
「
一
九
四
O
年
体
制
」
論
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
「
食

(
必
)

糧
管
理
法
」
の
原
型
が
満
洲
固
に
お
け
る
「
米
穀
管
理
法
」
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
そ
し
て
「
『
米
穀
管
理
法
』
の
な
か
で
配
給
機
構

{
マ
マ
)

の
二
冗
的
統
制
を
担
当
し
た
の
は
満
州
米
穀
株
式
会
社
で
あ
っ
た
が
、
日
本
で
そ
れ
を
担
当
し
た
の
は
食
糧
営
団
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に

満
州
で
は
米
穀
を
統
制
し
た
の
に
対
し
、
日
本
で
は
米
穀
を
ふ
く
む
食
糧
全
体
に
そ
の
統
制
を
拡
大
し
た
点
で
若
干
の
相
違
は
あ
る
が
、
国

(

マ

マ

}

(

刊

日

)

家
に
よ
る
食
糧
の
統
制
を
ね
ら
っ
た
点
で
は
共
通
し
て
い
た
。
そ
う
し
た
立
法
は
日
本
に
先
行
し
て
満
州
で
実
施
さ
れ
た
の
で
あ
る
」
と
述

べ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
本
稿
で
は
、
戦
時
期
の
「
営
団
」
と
戦
前
期
の
関
係
、
「
営
団
」
と
満
洲
固
と
の
関
係
に
も
留
意
し
な
が
ら
論

じ
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。

論

以
上
の
課
題
を
踏
ま
え
て
次
節
で
は
、
本
稿
で
採
用
す
る
分
析
枠
組
み
に
つ
い
て
論
じ
る
こ
と
と
し
た
い
。

註
(
1
)
公
団
、
事
業
団
、
営
団
、
特
殊
会
社
な
ど
の
公
企
業
は
、

申
告
)
の
審
査
対
象
と
な
っ
て
い
る
法
人
を
指
し
て
い
る
。

(
2
)
第
一
次
臨
時
行
政
調
査
会
最
終
答
申
(
一
九
六
四
年
)
で
は
、
「
公
社
・
公
団
等
の
改
革
に
関
す
る
意
見
」
が
出
さ
れ
て
い
る
(
詳
細
に
つ
い

て
は
、
「
自
治
研
究
」
第
四
O
巻
臨
時
増
刊
第
一
一
号
、
一
九
六
四
年
、
一
八
三
l

一
九
二
頁
)
。
し
か
し
、
こ
の
時
は
、
答
申
後
さ
ら
に
公
企

業
が
増
え
る
と
い
う
事
態
に
立
ち
至
っ
た
(
井
原
敏
之
「
公
営
ジ
ャ
ー
ナ
ル
」
『
公
営
評
論
」
第
一
二
巻
四
号
、
一
九
六
七
年
、
二
コ
了
二
四
頁
)
。

こ
の
背
景
を
考
え
る
上
で
参
考
に
な
る
文
献
と
し
て
、
飯
尾
潤
『
民
営
化
の
政
治
過
程
臨
調
型
改
革
の
成
果
と
限
界
』
(
東
大
出
版
会
、
一
九

九
三
年
)
一
一
一
一
一
頁
。
な
お
、
第
一
次
臨
時
行
政
調
査
会
と
第
二
次
臨
時
行
政
調
査
会
の
違
い
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
西
尾
勝
『
行
政
学
〔
新

特
殊
法
人
と
も
い
わ
れ
る
。
特
殊
法
人
と
は
、

公
企
業
の
う
ち
総
務
庁
(
現
総
務

北法53(1・8)8



公企業と官僚市IJ(1) 

竹
中
龍
雄
『
日
本
公
企
業
成
立
史
」
(
大
同
書
院
、
一
九
三
九
年
)
。
各
公
企
業
に
よ
っ
て
編
纂
さ
れ
る
記
録
(
「
・
・
・
年
史
』
「
・
・
・
社
史
」
)
。

(
お
)
日
本
の
公
企
業
を
時
代
変
遷
に
即
し
て
分
析
す
る
必
要
性
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
遠
山
嘉
博
「
《
書
評
V

岡
野
行
秀
・
植
草
益
編
『
日
本
の

公
企
業
』
」
(
『
公
益
事
業
研
究
』
第
三
五
巻
第
一
号
、
一
九
八
三
年
)
。
因
み
に
フ
ッ
ド
は
、
ど
ん
な
に
よ
く
発
達
し
た
理
論
で
も
公
企
業
が
ど

の
よ
う
に
現
れ
、
ど
の
よ
う
に
行
動
し
、
な
ぜ
特
定
の
地
域
(
国
)
で
成
長
し
た
の
か
を
説
明
し
て
い
る
よ
う
に
は
思
え
な
い
、
と
述
べ
て
い

る

(nz。。内
F
同
」
円
、
古
宮
古
同
町
円

2
8ヨ
九
円
、
む
と
門
司
河
内
て

2
4ねな・回
z
n
Eロ
包
g
B一
。
旬
開
ロ

C
・p
・-唱??℃・凶唱・)。

(
お
)
山
之
内
靖
、
ヴ
イ
ク
タ
l
・
コ
シ
ユ
マ
ン
、
成
田
龍
一
一
瀦
『
総
力
戦
と
現
代
化
』
(
柏
書
一
一
房
、
一
九
九
五
年
)
。
こ
の
研
究
を
批
判
的
に
捉
え

た
も
の
と
し
て
は
、
赤
淳
史
朗
・
高
岡
裕
之
・
大
門
正
克
・
森
武
麿
〔
分
担
執
筆
〕
「
総
力
戦
体
制
を
ど
う
と
ら
え
る
か
|
「
総
力
戦
と
現
代
化
」

を
読
む
|
」
(
赤
淳
史
朗
・
粟
屋
憲
太
郎
・
豊
下
楢
彦
・
森
武
麿
・
吉
田
裕
編
「
総
力
戦
・
フ
ァ
シ
ズ
ム
と
現
代
史
年
報
・
日
本
近
代
史
第

3
号
」
現
代
史
料
出
版
、
一
九
九
七
年
)
。

(
幻
)
こ
う
し
た
指
摘
は
、
宮
崎
隆
次
「
時
期
区
分
論
と
し
て
の
戦
後
史
」
(
「
日
本
史
研
究
」
第
四
O
O
号
、
一
九
九
五
年
)
一
四
六
頁
。

(
却
)
山
之
内
靖
ら
の
議
論
は
、
本
稿
で
い
う
と
こ
ろ
の
戦
時
期
と
現
在
を
連
続
的
に
捉
え
て
い
る
が
、
戦
前
期
と
戦
時
期
の
繋
が
り
に
つ
い
て
は

暖
昧
で
あ
る
(
山
之
内
は
一
九
三
0
年
代
の
世
界
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
が
、
戦
前
・
戦
時
の
区
別
は
明
確
で
な
い
)
。
山
之
内
・
コ
シ
ユ
マ
ン
・

成
田
編
、
前
掲
書
所
収
の
諸
論
文
の
う
ち
、
た
と
え
ば
岡
崎
哲
二
「
日
本
の
戦
時
経
済
と
政
府
|
企
業
間
関
係
の
発
展
」
は
戦
前
期
と
戦
時
期

を
断
絶
し
た
も
の
と
捉
え
、
雨
宮
昭
一
「
既
成
勢
力
の
自
己
革
新
と
グ
ラ
イ
ヒ
シ
ヤ
ル
ト
ゥ
ン
グ
|
総
力
戦
体
制
と
中
間
層
|
」
、
佐
口
和
郎
「
産

業
報
国
会
の
歴
史
的
位
置
l
総
力
戦
体
制
と
日
本
の
労
使
関
係
l
」
は
連
続
し
た
も
の
と
捉
え
て
い
る
。
な
お
、
「
一
九
四
O
年
体
制
」
論
と
山

之
内
の
議
論
の
違
い
に
つ
い
て
は
、
山
之
内
靖
、
成
田
龍
一
、
大
内
裕
和
(
聞
き
手
)
「
特
別
イ
ン
タ
ヴ
ュ

l

総
力
戦
・
国
民
国
家
・
シ
ス
テ

ム
社
会
」
(
「
現
代
思
想
』
第
二
四
巻
第
七
号
、
一
九
九
六
年
)
一
O
l
一
一
頁
。

(
却
)
野
口
は
、
戦
時
が
ど
の
範
囲
を
指
す
の
か
明
確
に
し
て
い
な
い
(
橋
本
、
前
掲
「
現
代
日
本
経
済
史
研
究
の
焦
点
」
一
O
頁
)
。
一
九
四
O
年

頃
の
時
点
に
着
目
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。

(
刊
)
野
口
、
前
掲
書
、
三
七
頁
。

(
引
)
小
林
英
夫
『
超
官
僚
』
(
徳
間
書
店
、
一
九
九
五
年
)
。
小
林
英
夫
『
「
日
本
株
式
会
社
」
を
創
っ
た
男
|
宮
崎
正
義
の
生
涯
|
』
(
小
学
館
、

一
九
九
五
年
)
。
な
お
、
野
口
と
小
林
は
革
新
官
僚
の
役
割
を
重
視
し
て
い
る
と
い
う
点
に
お
い
て
同
じ
で
あ
る
。

(
位
)
小
林
、
同
右
『
「
日
本
株
式
会
社
」
を
創
っ
た
男
|
宮
崎
正
義
の
生
涯
l
」
三
頁
及
び
一
六
三
頁
。
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説

(
日
)
同
右
、

一
六
三
頁
。

論

第
二
節

分
析
枠
組
み

前
節
で
は
、
戦
時
期
か
ら
戦
後
復
興
期
に
か
け
て
の
公
企
業
(
「
営
団
」
「
公
団
」
「
公
社
」
)
を
行
政
学
の
視
点
か
ら
歴
史
的
に
考
察
す
る

と
い
う
課
題
を
示
し
た
。
行
政
学
に
お
け
る
公
企
業
へ
の
論
及
は
、
古
く
か
ら
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
ア
メ
リ
カ
行
政
学
に
お
け
る
初
期
の

(
1
)
 

体
系
的
な
教
科
書
で
あ
る
「
行
政
学
研
究
序
説
」
に
お
い
て
L
・
D
・
ホ
ワ
イ
ト

(Fgロ
向
仏

0
・者
E
B
)
は
、
公
企
業
を
行
政
活
動
の
実
施

(2) 

単
位

(
Z
E
C
、
あ
る
い
は
装
置

(
a
n
i
s
)
と
位
置
づ
け
、
そ
の
組
織
的
特
徴
を
説
明
し
て
い
る
。
ま
た
、

M
・
E
-
デ
イ
モ
ツ
ク

(ZEE--
問・

0
5
2
r
)
は
、
日
本
の
公
企
業
に
つ
い
て
言
及
す
る
な
か
で
公
企
業
を
「
行
政
的
乗
物
」
(
邑
呂
亘
書
邑
S
S
E
n
-白
)
と
表

(3) 

現
し
、
そ
の
実
態
を
描
い
て
い
る
。
日
本
国
内
に
お
い
て
は
、
蝋
山
政
道
、
阿
部
史
郎
、
一
瀬
智
司
ら
が
公
企
業
を
組
織
管
理
や
行
政
管
理
、

(
4
)
 

政
策
実
施
活
動
の
視
角
か
ら
論
じ
て
い
る
。
近
年
に
お
い
て
は
、
西
尾
勝
が
行
政
活
動
の
一
類
型
と
し
て
公
企
業
に
よ
る
行
政
活
動
(
公
企

(

5

)

(

6

)

 

業
行
政
)
を
取
り
上
げ
、
真
山
達
志
が
「
政
策
経
路
」
に
お
け
る
実
施
主
体
と
し
て
公
企
業
を
考
察
す
る
な
ど
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
行

政
学
で
は
、
公
企
業
を
官
僚
制
組
織
に
よ
る
活
動
と
捉
え
、
官
僚
制
組
織
の
対
外
的
活
動
(
こ
れ
を
政
策
と
の
関
連
で
い
う
な
ら
ば
政
策
実

施
活
動
と
い
う
こ
と
に
な
る
)
、
或
い
は
そ
れ
を
担
う
組
織
態
勢
を
維
持
管
理
す
る
官
僚
制
組
織
の
対
内
的
活
動
と
し
て
論
じ
て
き
た

(7) 

し
て
両
者
は
密
接
不
可
分
の
関
係
に
あ
る
)
。

以
上
に
加
え
て
近
年
で
は
、
公
企
業
を
政
府
部
門
(
「
官
」
)
と
民
間
部
門
(
「
民
」
)
の
境
界
領
域
の
な
か
で
自
覚
的
に
捉
え
よ
う
と
す
る

研
究
も
数
多
く
見
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
今
村
都
南
雄
は
、
公
企
業
を
「
公
私
に
跨
が
る
混
合
領
域
」
の
文
脈
で
捉
え
、
そ
れ
が
い
か
な
る
課

北法53(1・14)14
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金
と
い
っ
た
経
営
管
理
の
諸
側
面
に
つ
い
て
研
究
が
な
さ
れ
た
。

(
却
)
本
稿
に
お
け
る
戦
時
期
と
は
、
一
九
三
七
年
七
月
か
ら
一
九
四
五
年
八
月
ま
で
を
指
し
、
そ
れ
以
前
を
戦
前
期
、
そ
れ
以
後
の
一
九
五
五
年

ま
で
を
戦
後
復
興
期
と
す
る
。
戦
後
復
興
期
の
区
分
に
つ
い
て
は
、
橋
本
寿
朗
「
現
代
日
本
経
済
史
研
究
の
焦
点
1

日
本
企
業
シ
ス
テ
ム
形
成

史
の
研
究
動
向
を
中
心
に
l
」
(
『
社
会
科
学
研
究
」
第
四
九
巻
第
一
号
、
一
九
九
七
年
)
註
(
日
)
に
よ
っ
て
い
る
。

(
幻
)
フ
リ
ー
ド
マ
ン
は
、
「
E
E
n
向
。
号
。
『
邑
o
=
」
を
「
政
府
に
代
っ
て
経
済
的
・
社
会
的
な
性
格
の
事
業
を
営
む
制
度
で
あ
る
が
、
独
立
の
法
的

存
在
と
し
て
、
そ
の
経
営
に
お
い
て
大
き
な
自
主
性
を
持
ち
つ
つ
も
、
政
府
お
よ
び
議
会
を
通
し
て
国
民
へ
の
責
任
を
負
う
と
と
も
に
政
府
の

指
示
に
従
う
一
方
で
、
他
方
に
お
い
て
独
立
の
別
個
の
資
金
と
営
利
企
業
の
よ
う
な
法
的
、
営
利
的
な
特
質
を
備
、
え
え
て
い
る
」
と
広
く
定
義
づ

け
て
い
る

(
t巧完弓ミ.同明uユ伺邑色ヨ白g=口P.
『豆E内?』、E可Eε忌守き~ご芹凡斥門門内リ巴ミ、ミ、Eq、
sむ之号色=~む門
E屯ヨ』、Eu話む、
s巴ミ主『之号凡守宮て=内句号H
遣』、uさ口2hと凡s=ヨ戸.円F‘。

sロE色号。宍印
g丹町雪〈
g
凹F
咽
-3唱凶2品咽喝.凶宮品

制
度
の
比
較
研
究
」
公
企
業
研
究
調
査
会
、
一
九
七
五
年
)
。
な
お
「
司
5
r
n
o
号
。
『
邑
。
=
」
と
「
。
。
g
B
S
g
円
。
。
G
O『邑

B
」
は
区
別
す
る
こ

と
な
く
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
そ
の
例
外
と
し
て
、
寺
戸
恭
平
「
公
企
業
の
国
際
比
較
」
(
「
季
刊
現
代
経
済
」
第
二
二
号
、
一
九
七
六
年
)

八
三
頁
。

(
幻
)
一
瀬
智
司
『
現
代
公
共
企
業
論
』
(
東
洋
経
済
新
報
社
、
一
九
八
九
年
)
三
二
頁
。
ま
た
、
イ
ギ
リ
ス
の
公
企
業
を
論
じ
る
な
か
で
ロ
プ
ソ
ン

は
「
E
E
n
n
o
号
。
E
芯
ロ
」
を
最
も
す
ぐ
れ
た
機
関
と
結
論
づ
け
て
い
る
(
芝
〉
-
-
N
S
8
=
・
ミ
E
g
b
E
ミ
E
E
ミ
ミ
き
え
E
E
円
。
ミ
同
旬
、
与
目
下

目
ι
E
H
t
c
p
F
o
E
C
R
0
0
2
明
。
注
目
g
g
ι
c
z
z
c
p
・

3
3
4
唱
-
S
ω
・
高
橋
達
男
訳
『
政
府
と
企
業
』
産
業
能
率
短
期
大
学
出
版
部
、
一
九
七

O
年)。

(
お
)
一
瀬
智
司
・
菊
池
祥
一
郎
・
寺
戸
恭
平
・
直
江
重
彦
「
公
社
・
公
団
・
事
業
団
』
(
教
育
社
、
一
九
七
九
年
)
一
四
頁
。
一
瀬
、
同
右
、
一
一
一
一
一
一

頁。

(
但
)
松
並
、
前
掲
論
文
、
二
一
九
頁
。

(
お
)
一
瀬
・
菊
池
・
寺
戸
・
直
江
、
前
掲
書
、
一
九
七
九
年
、
二
三
七
頁
。

C
・
ジ
ョ
ン
ソ
ン
は
、
公
団
を
公
企
業
の
中
心
(
円
E
n
Z
E
)
と
位
置

づ
け
(
内
Z
E
2
乙
c
z
g
p
h
a
、
S
可
、
s
~
九
円
、
ミ
九
円
河
内
ロ
ミ
輔
、
S
R
p
tぞ
m
g
E
ロ
m
g
p
u
-
n
・
d
d
o
〉
5
2
n
g
阿
山
=
円
刊
号
江
田
開
宮
田
E
g
g
-
-
唱
斗
∞

--u・3
・
)
、
そ

の
「
戦
前
、
戦
時
期
の
形
態
」
が
「
営
団
」
で
あ
る
と
す
る
(
℃
・
凶
)
。

(
お
)
「
営
団
」
「
公
団
」
「
公
社
」
の
位
置
づ
け
及
び
関
係
に
つ
い
て
は
、

閣
、
一
九
八
七
年
)
六
頁
。

公企業と官僚制(1)

一
瀬
智
司
・
大
島
国
雄
・
肥
後
和
雄
編
「
公
共
企
業
論
〔
新
版
〕
』
(
有
斐

北法53(1・1l)1l



説論

(
幻
)
具
体
的
に
は
、
野
口
悠
紀
雄
『
一
九
四
O
年
体
制
」
(
東
洋
経
済
新
報
社
、
一
九
九
五
年
)
、
岡
崎
哲
二
・
奥
野
正
寛
編
「
シ
リ
ー
ズ
・
現
代

経
済
研
究
6

現
代
日
本
経
済
シ
ス
テ
ム
の
源
流
』
(
日
本
経
済
新
聞
社
、
一
九
九
三
年
)
な
ど
を
指
す
。
岡
崎
ら
の
議
論
は
、
現
在
日
本
の
経

済
シ
ス
テ
ム
が
戦
時
期
に
官
僚
主
導
で
つ
く
ら
れ
た
と
す
る
点
で
「
一
九
四
O
年
体
制
」
論
と
共
通
の
問
題
意
識
を
持
っ
て
い
る
と
い
え
る
が
、

そ
の
シ
ス
テ
ム
を
「
官
僚
主
導
に
よ
る
経
済
計
画
を
企
業
や
企
業
グ
ル
ー
プ
を
実
行
組
織
と
し
て
実
現
す
る
シ
ス
テ
ム
」
(
岡
崎
哲
二
、
奥
野
(
藤

原
)
正
寛
「
現
代
日
本
の
経
済
シ
ス
テ
ム
と
そ
の
歴
史
的
源
流
」
岡
崎
・
奥
野
編
、
前
掲
書
、
四
頁
)
に
限
定
し
て
い
る
点
で
違
い
が
あ
る
。

そ
れ
故
、
岡
崎
ら
の
議
論
で
は
「
営
団
」
に
つ
い
て
の
言
及
を
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
れ
ら
に
対
し
て
は
、
戦
時
体
制
の
持
続
要
因
が
明

ら
か
で
な
い
こ
と
、
変
化
し
た
側
面
と
し
な
か
っ
た
側
面
に
つ
い
て
の
説
明
が
な
い
こ
と
な
ど
、
様
々
な
疑
問
・
批
判
が
投
げ
か
け
ら
れ
て
い

る
(
橋
本
寿
朗
「
企
業
シ
ス
テ
ム
の
「
発
生
』
、
『
洗
練
』
、
「
制
度
化
』
の
論
理
」
橋
本
寿
朗
編
『
日
本
企
業
シ
ス
テ
ム
の
戦
後
史
』
東
大
出
版

会
、
一
九
九
六
年
、
橋
本
、
前
掲
「
現
代
日
本
経
済
史
研
究
の
焦
点
|
日
本
食
業
シ
ス
テ
ム
形
成
史
の
研
究
動
向
を
中
心
に
|
」
、
原
朗
「
戦
後

五
O
年
と
日
本
経
済
l
戦
時
経
済
か
ら
戦
後
経
済
へ

l
」
粟
屋
憲
太
郎
他
編
『
戦
後
五
O
年
の
史
的
実
証
年
報
・
日
本
近
代
史
創
刊
号
」

東
出
版
、
一
九
九
五
年
、
な
ど
を
参
照
)
。

(
泊
)
野
口
、
前
掲
骨
昔
、
四
二
頁
。

(
却
)
同
右
、
九
頁
。

(
初
)
こ
の
こ
と
は
先
の
「
一
九
四
O
年
体
制
」
論
に
も
当
て
は
ま
る
。

(
幻
)
今
村
都
南
雄
「
混
合
経
営
領
域
の
形
成
」
(
同
「
行
政
の
理
法
』
三
嶺
書
一
房
、
一
九
八
八
年
)
五
七
l
五
八
頁
。

(
お
)
た
と
え
ば
、
玉
村
博
巳
『
現
代
の
公
企
業
と
固
有
化
』
(
昭
和
堂
、
一
九
八
二
年
)
。
遠
山
嘉
博
『
現
代
公
企
業
総
論
』
(
東
洋
経
済
新
報
社
、

一
九
八
七
年
)
。
寺
尾
晃
洋
『
改
訂
独
立
採
算
制
批
判
」
(
法
律
文
化
社
、
一
九
七
六
年
)
。
こ
れ
ら
の
研
究
で
は
、
資
本
主
義
の
発
展
に
即
し

て
公
企
業
の
展
開
が
摘
か
れ
て
い
る
に
渇
き
ず
、
実
証
的
な
作
業
を
踏
ま
え
て
記
述
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。

(
犯
)
植
草
益
「
公
企
業
の
数
・
形
態
・
役
割
」
(
岡
野
、
植
草
編
、
前
掲
書
)
註

(
4
)
。
因
み
に
、
こ
こ
で
植
草
が
挙
げ
て
い
る
の
は
、
百
可
o
z
r。

J
『

g
E
S
F
b
s
hミ
さ
を
ミ
s
s
h
u
E守
口
門
町
ヨ
芯
号
、
な
司

s
t
h
u
g
-
4
0
S
R
Z宅
。
口
出
百
円
。
国
師
E
P
3
3・
で
あ
る
。

(
お
)
数
少
な
い
個
別
実
証
研
究
と
し
て
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
村
上
了
太
『
日
本
公
企
業
史
l
タ
バ
コ
専
売
事
業
の

場
合
l
』
(
ミ
ネ
ル
ヴ
ア
書
房
、
二
O
O
一
年
)
。
森
恒
夫
『
現
代
日
本
型
公
企
業
の
軌
跡
l
公
益
と
私
益
の
対
立
と
融
合
l
』
(
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書

房
、
一
九
九
二
年
)
。
兼
松
学
『
日
本
固
有
鉄
道
論
』
(
東
大
出
版
会
、
一
九
六
二
年
)
。
大
島
藤
太
郎
『
国
鉄
』
(
岩
波
書
庖
、
一
九
五
八
年
)
。
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公企業と官僚制(1)

版
〕
』
(
有
斐
閣
、
二
O
O
一
年
)
三
七
四
l
三
七
五
頁
。

(
3
)
特
殊
法
人
の
整
理
・
合
理
化
は
、
以
上
に
と
ど
ま
ら
ず
、
第
一
次
臨
時
行
政
調
査
会
に
よ
る
答
申
の
後
も
歴
代
内
閣
に
よ
っ
て
も
取
り
組
ま

れ
た
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
行
政
管
理
研
究
会
編
「
行
政
管
理
現
代
行
政
全
集
①
』
(
ぎ
ょ
う
せ
い
、
一
九
八
四
年
)
五
七
|
七
O
頁。

ま
た
、
特
殊
法
人
の
整
理
・
合
理
化
過
程
に
つ
い
て
は
、
参
議
院
内
閣
委
員
会
調
査
室
『
特
殊
法
人
に
関
す
る
資
料
集
』
(
参
議
院
内
閣
委
員
会

調
査
室
、
一
九
九
五
年
)
も
詳
し
い
。

(
4
)
詳
細
に
つ
い
て
は
、
「
特
殊
法
人
の
整
理
合
理
化
に
つ
い
て
(
平
成
七
年
二
月
二
四
日
閣
議
決
定
ご
参
議
院
内
閣
委
員
会
調
査
室
(
同
右

「
特
殊
法
人
に
関
す
る
資
料
集
』
一
七
一
一
ー
一
七
五
頁
)
。
連
立
政
権
、
政
界
再
編
に
よ
っ
て
生
じ
た
政
策
形
成
過
程
の
変
化
を
、
特
殊
法
人
改

革
の
過
程
を
通
じ
て
明
ら
か
に
し
た
研
究
と
し
て
、
建
林
正
彦
「
連
立
政
権
下
で
の
特
殊
法
人
改
革
」
(
『
レ
ヴ
ア
イ
ア
サ
ン
臨
時
増
刊
号
』
木

鐸
社
、
一
九
九
八
年
八
月
)
が
あ
る
。

(
5
)
さ
ら
に
小
泉
純
一
郎
内
閣
の
行
政
改
革
担
当
大
臣
に
就
任
し
た
石
原
伸
晃
は
私
的
諮
問
機
関
と
し
て
行
革
断
行
評
議
会
を
設
け
、
特
殊
法
人

の
改
革
を
積
極
的
に
押
し
進
め
よ
う
と
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
な
か
で
、
二

O
O
一
年
一
一
一
月
一
八
日
に
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
を
前
倒
し
す
る
形
で

特
殊
法
人
・
認
可
法
人
の
整
理
合
理
化
計
画
が
決
ま
っ
た
。
そ
れ
は
、
二
ハ
三
の
特
殊
法
人
・
認
可
法
人
の
う
ち
一
七
を
廃
止
、
四
五
を
民
営

化
、
一
二
八
を
独
立
行
政
法
人
へ
改
組
、
と
い
う
内
容
で
あ
っ
た
。
近
年
の
特
殊
法
人
改
革
は
、
公
団
な
ど
実
施
主
体
の
問
題
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ

プ
さ
れ
、
公
共
サ
ー
ビ
ス
の
あ
り
様
に
ま
で
議
論
が
及
ぶ
こ
と
は
な
い
。
こ
の
計
画
に
お
け
る
独
立
行
政
法
人
へ
の
改
組
は
、
特
殊
法
人
改
革

が
実
施
主
体
の
問
題
に
倭
小
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
端
的
に
示
し
て
い
る
と
い
え
る
。
日
本
に
お
け
る
独
立
行
政
法
人
の
意
味
に
つ
い
て
は
、

稿
を
改
め
て
検
討
し
た
い
。

(
6
)
総
務
省
行
政
管
理
局
監
修
行
政
管
理
研
究
セ
ン
タ
ー
編
「
特
殊
法
人
総
覧
(
平
成
十
三
年
版
)
』
(
行
政
管
理
研
究
セ
ン
タ
ー
、
二
O
O
一
年
)

六
六
O
l
六
六
一
頁
。

(
7
)
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
飯
尾
、
前
掲
書
。
な
お
、
地
方
に
お
け
る
民
営
化
過
程
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
『
「
我
田
引
鉄
」
の
終
駕
l
北
海
道
に

お
け
る
特
定
地
方
交
通
線
政
策
の
展
開
過
程
を
素
材
に
し
て
』
(
東
京
大
学
都
市
行
政
研
究
会
研
究
叢
書
(
叩
)
、
一
九
九
四
年
)
。

(
8
)
そ
の
様
子
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
北
沢
栄
『
公
益
法
人
|
隠
さ
れ
た
官
の
聖
域
1

』
(
岩
波
書
底
、
二
O
O
一
年
)
三
四
頁
、
を
参
照
。

(
9
)
二
O
O
一
年
九
月
五
日
に
公
表
さ
れ
た
各
省
案
は
、
ほ
ぽ
「
ゼ
ロ
回
答
」
で
あ
っ
た
。
詳
細
に
つ
い
て
は
『
朝
日
』
二
O

O
一
1

九
|
五
。

以
下
、
新
聞
資
料
の
註
に
つ
い
て
は
『
新
聞
名
の
略
称
』
|
年
(
西
暦
)

l
月
|
日
(
夕
刊
の
み
明
記
)
と
い
う
よ
う
に
表
記
す
る
。
近
年
の

北j去53(1・9)9



説
J♂. 
d岡

特
殊
法
人
改
革
に
つ
い
て
纏
め
た
も
の
と
し
て
、
日
本
経
済
新
聞
社
編
「
検
証
特
殊
法
人
改
革
』
(
日
本
経
済
新
聞
社
、
二
O
O
一年)。

(
凶
)
「
資
料
行
政
改
革
に
関
す
る
第
五
次
答
申
l
最
終
答
申
昭
和
五
八
年
三
月
一
四
日
臨
時
行
政
調
査
会
」
(
「
自
治
研
究
』
第
五
九
巻
第
五
号
、

一
九
八
三
年
)
九
七
|
九
八
頁
。

(
日
)
同
右
、
九
八
頁
。

(
ロ
)
玄

-
m
U
F
E
R
r
-
g
?
E
E是
認
M
3町
内

E
S
R
s
q
h
ヨ
S
A
S
H
S
H
bえ
旬
。
高
遺
書
室
『

h
z
t
h
u
g
-
2
2
Jへ
O長
一
』

EOロ
巧
白
色
百
円

z
f
E
n
-
-
3
2・℃・
8
・

も・

2
・
鈴
木
幸
夫
訳
「
日
本
の
テ
ク
ノ
ク
ラ
ー
ト
」
(
タ
イ
ム
ラ
イ
フ
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
、
一
九
六
九
年
)
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、

村
松
岐
夫
も
簡
明
に
整
理
し
て
い
る
(
村
松
岐
夫
『
行
政
学
教
科
書
』
有
斐
閣
、
一
九
九
九
年
、
六
九
頁
)
。

(
日
)
北
沢
、
前
掲
書
、
二
頁
。

(
M
)
こ
の
こ
と
に
関
し
て
、
た
と
え
ば
官
僚
の
天
下
り
先
と
し
て
の
特
殊
法
人
に
つ
い
て
論
じ
た
も
の
と
し
て
、
猪
木
武
徳
「
人
的
資
源
か
ら
見

た
戦
後
日
本
の
官
僚
組
織
と
特
殊
法
人
」
(
近
代
日
本
研
究
会
編
『
年
報
・
近
代
日
本
研
究
・
日
戦
後
日
本
の
社
会
・
経
済
政
策
」
山
川
出
版

社
、
一
九
九
二
一
年
)
。

(
日
)
西
尾
勝
『
行
政
の
活
動
』
(
有
斐
閣
、
二
0
0
0
年
)
一
四
七
頁
。

(
凶
)
こ
の
背
景
を
考
え
る
に
際
し
て
は
、
「
官
」
に
よ
る
「
公
」
の
独
占
が
見
ら
れ
る
日
本
の
行
政
文
化
を
念
頭
に
置
く
こ
と
も
大
切
で
あ
ろ
う
と

思
わ
れ
る
(
井
出
嘉
憲
「
日
本
官
僚
制
と
行
政
文
化
」
東
大
出
版
会
、
一
九
八
二
年
、
第
一
章
)
。

(
げ
)
た
と
え
ば
農
水
省
は
、
緑
資
源
公
団
を
廃
止
・
民
営
化
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
理
由
を
公
共
性
の
高
さ
と
と
も
に
、
収
益
の
な
さ
に
求
め

て
い
る
(
『
朝
日
』
二
O
O
一
|
九
四
)

0

(
凶
)
稲
葉
清
毅
「
特
殊
法
人
」
「
法
学
教
室
」

(
Z
0
・N
Z、
二
O
O
一
年
)
三
頁
。
村
松
、
前
掲
書
、
六
九
頁
。
松
並
潤
「
国
家
と
社
会
の
境
界
領

域
の
諸
問
題
」
(
西
尾
勝
・
村
松
岐
夫
編
『
〈
講
座
行
政
学
〉
第
5
巻
業
務
の
執
行
」
有
斐
閣
、
一
九
九
四
年
)
。
な
お
、
松
並
は
特
殊
法
人
に

対
す
る
統
制
の
レ
ベ
ル
に
つ
い
て
も
言
及
し
て
い
る
。

(
凶
)
公
企
業
の
研
究
は
、
多
く
が
法
律
学
と
経
営
学
か
ら
の
も
の
で
あ
っ
た
(
行
政
学
か
ら
の
研
究
に
つ
い
て
は
、
序
章
第
二
節
註

(
4
)
参
照
)
。

法
律
学
で
は
、
民
法
に
お
け
る
法
人
論
、
商
法
に
お
け
る
企
業
形
態
論
、
労
働
法
に
お
け
る
労
働
基
本
権
等
を
め
ぐ
る
諸
問
題
、
行
政
法
に
お

け
る
行
政
組
織
法
上
の
諸
問
題
、
な
ど
の
観
点
か
ら
研
究
が
行
わ
れ
た
(
船
田
正
之
「
特
殊
法
人
の
位
置
づ
け
と
法
的
性
格
」
『
ジ
ユ
リ
ス
ト
増

刊
行
政
法
の
争
点
(
新
版
)
』
有
斐
閣
、
一
九
九
O
年
、
一
一
O
頁
)
。
ま
た
、
経
営
学
か
ら
は
独
立
採
算
制
、
財
務
管
理
、
予
算
管
理
、
料

北法53(1・10)10



(8) 

題
認
識
の
も
と
で
形
成
さ
れ
、
ど
の
よ
う
な
問
題
を
生
み
出
し
て
い
る
の
か
を
説
明
し
て
い
る
。
ま
た
松
並
潤
は
、
公
企
業
を
「
国
家
と
社

(9) 

会
の
境
界
領
域
組
織
」
と
捉
え
る
こ
と
で
、
そ
の
現
状
、
(
年
代
記
的
な
通
史
と
し
て
の
)
歴
史
、
将
来
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
さ
ら
に

村
松
岐
夫
は
、
準
行
政
組
織
と
し
て
の
公
企
業
が
「
二
O
世
紀
を
通
じ
て
国
家
と
社
会
の
中
間
ゾ
l
ン
」
で
増
加
し
た
こ
と
を
指
摘
し
、
そ

(

叩

)

(

日

)

れ
を
「
最
大
動
員
」
の
仕
組
み
の
な
か
で
捉
え
て
い
る
。
こ
う
し
た
「
官
」
と
「
民
」
の
関
係
か
ら
公
企
業
を
論
じ
よ
う
と
す
る
研
究
は
、

第
二
次
臨
時
行
政
調
査
会
以
来
の
行
政
改
革
の
流
れ
、
す
な
わ
ち
、
行
政
活
動
と
民
間
活
動
の
関
係
を
見
直
そ
う
と
す
る
動
き
の
中
で
見
ら

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
(
こ
の
他
に
、

D
・
オ
キ
モ
ト

(
O
B
E

。EE
2
0
)
の
よ
う
な
政
府
部
門
と
民
間
部
門
を
結
び
つ
け
る
公
式
タ
イ
プ

の
政
策
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
し
て
公
企
業
を
把
握
す
る
政
治
経
済
学
的
な
研
究
も
ま
た
、
「
官
」
と
「
民
」
の
関
係
か
ら
公
企
業
を
論
じ
た
も

(ロ)

の
で
あ
る
。
)

以
上
の
こ
と
か
ら
、
行
政
学
に
お
け
る
公
企
業
研
究
は
、
(
こ
官
僚
制
組
織
に
よ
る
活
動
の
視
座
、
(
二
)
官
民
関
係
の
視
座
、
と
い
う

こ
つ
の
視
座
か
ら
な
さ
れ
て
き
た
こ
と
が
理
解
で
き
る
。
と
は
い
え
、
こ
れ
ら
は
個
々
別
々
の
視
座
で
は
な
く
、
密
接
に
関
連
し
あ
っ
て
い

る
。
つ
ま
り
、
官
僚
制
組
織
に
よ
る
活
動
は
民
間
部
門
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
な
さ
れ
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
二
つ
の
視
座

は
、
研
究
を
進
め
て
い
く
上
で
ど
ち
ら
に
比
重
を
お
く
か
の
違
い
で
し
か
な
い
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
公
企
業
を
歴
史
的
に
考
察
す
る
上

で
、
こ
う
し
た
こ
つ
の
視
座
を
採
り
入
れ
て
い
る
の
が
、

c
・
ジ
ョ
ン
ソ
ン

(nv回
目
白
骨

a
E
Zロ
明
。
ロ
)
と
、

R
・
サ
ミ
ユ
エ
ル
ズ

(EnFBE 

ω民ロロ
n
Z
)

の
政
治
経
済
学
的
な
研
究
で
あ
る
。
ま
ず
、
ジ
ョ
ン
ソ
ン
の
所
論
を
検
討
し
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

(
日
)

C
・
ジ
ョ
ン
ソ
ン
は
、
『
日
本
の
公
共
政
策
会
社
』
(
一
九
七
八
年
)
に
お
い
て
、
公
企
業
の
あ
り
様
を
考
察
し
て
い
る
。
彼
は
、
占
領
下
、

G
H
Qに
よ
っ
て
箪
部
や
財
閥
が
排
除
さ
れ
、
経
済
官
僚
が
権
力
を
獲
得
す
る
に
い
た
っ
た
と
述
べ
る
。
そ
し
て
こ
の
時
期
に
、
完
全
な
政

(
M
)
 

府
出
資
に
よ
っ
て
政
府
の
完
全
な
る
影
響
下
に
置
か
れ
た
「
公
団
」
が
登
場
し
た
。
政
府
に
よ
る
経
済
活
動
に
お
い
て
は
、
経
済
官
庁
に
よ

(
日
)

る
直
接
的
な
統
制
よ
り
も
む
し
ろ
、
戦
前
・
戦
時
期
に
使
わ
れ
た
よ
う
な
公
企
業
方
式
が
用
い
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
公
企
業
は
経
済
官
僚
に

北法53(1・15)15

公企業と官僚制(1)



説

(
見
)

よ
っ
て
そ
の
数
を
増
や
し
た
。
そ
れ
は
、
天
下
り
や
行
政
機
関
の
権
限
拡
張
の
た
め
だ
け
で
な
く
、
日
本
人
の
生
活
に
お
い
て
も
重
要
な
役

(
げ
)

割
を
演
じ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
ジ
ョ
ン
ソ
ン
は
、
官
僚
制
組
織
の
活
動
と
し
て
の
公
企
業
を
経
済
官
僚
の
用
い
る
こ
と
の
で
き
る
手

法
と
し
て
描
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
研
究
は
、
な
ぜ
公
企
業
が
経
済
官
僚
の
用
い
る
手
法
と
な
り
え
た
の
か
に
つ
い
て
明
確
な
説
明
を

し
て
い
な
か
っ
た
。

北法53(1.16)16

論

(
同
)

ジ
ョ
ン
ソ
ン
は
ま
た
、
『
通
産
省
と
日
本
の
奇
跡
」
(
一
九
八
二
年
)

の
な
か
で
も
公
企
業
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。
彼
は
、

日
本
を
経

済
官
僚
が
主
導
的
な
役
割
を
果
た
す
「
発
展
指
向
型
国
家
」
(
母
語
宮
司
自

g
E
Eお
)
で
あ
る
と
し
、
そ
の
官
民
関
係
に
お
い
て
は
、
自
主

管
理

(arsg-)、
国
家
管
理
(
凹

E
2
0塁
。
-
)
、
官
民
協
調
(
司

CEn-宝
S
5
8
8
2邑
O
ロ
)
と
い
う
三
つ
の
方
式
が
(
経
済
官
僚
の
も

(
凶
)

と
で
)
採
ら
れ
て
き
た
と
す
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
三
方
式
は
研
究
の
対
象
期
間
で
あ
る
一
九
二
五
年
か
ら
一
九
七
五
年
に
お
い
て
見
る
こ

(
初
)

と
が
で
き
、
大
ま
か
な
パ
タ
ー
ン
は
自
主
管
理
↓
国
家
管
理
↓
官
民
協
調
で
あ
っ
た
と
説
明
さ
れ
る
。
公
企
業
は
、
こ
の
う
ち
国
家
管
理
と

官
民
協
調
(
こ
れ
ら
の
違
い
は
、
主
に
国
家
と
民
間
企
業
の
聞
の
政
治
力
の
変
化
に
依
存
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
)
に
お
い
て
言
及
さ
れ
た
。

こ
の
意
味
で
公
企
業
は
、
経
済
官
僚
が
主
導
性
を
発
揮
で
き
る
国
家
管
理
の
手
法
で
あ
り
、
官
民
協
調
の
手
法
で
あ
っ
た
。

こ
の
う
ち
官
民
協
調
の
手
法
に
つ
い
て
は
、
よ
り
詳
し
く
論
じ
ら
れ
た
。
ジ
ョ
ン
ソ
ン
は
、
高
度
成
長
を
支
え
た
要
素
の
一
つ
に
官
民
協

(

れ

)

・

調
の
「
市
場
調
和
的
手
法
」

(
S
R宮
Z
S『O
ヨ
比
呂
田
町
吾
邑
と
が
あ
る
と
し
、
公
全
業
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
「
日
本
は

国
家
介
入
に
お
け
る
市
場
調
和
的
手
法
の
一
群
を
示
し
て
い
る
。
・
・
・
ハ
イ
リ
ス
ク
か
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
手
に
負
え
な
い
分
野
に
お
け

(
幻
)

る
政
策
実
施
の
た
め
の
、
と
り
わ
け
官
民
の
多
様
性
を
ミ
ッ
ク
ス
し
た
、
公
企
業
へ
の
広
範
な
依
存
」
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
「
市
場
調
和

(
お
)

的
手
法
」
は
、
「
発
展
指
向
型
国
家
」
の
本
質
的
特
徴
の
一
つ
で
あ
る
と
見
な
さ
れ
た
。
し
か
し
、
ジ
ョ
ン
ソ
ン
は
、
こ
の
研
究
に
お
い
て

公
企
業
が
ど
の
よ
う
な
経
緯
で
経
済
官
僚
の
主
導
性
を
発
揮
で
き
る
「
市
場
調
和
的
手
法
」
に
な
っ
た
の
か
を
説
明
し
て
い
な
い
。
つ
ま
り
、

経
済
官
僚
が
い
か
に
し
て
「
市
場
調
和
的
手
法
」
と
し
て
の
公
企
業
を
自
ら
の
手
中
に
収
め
る
こ
と
が
で
き
た
の
か
を
明
ら
か
に
し
て
い
な



(

μ

)

(

お
)

い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
偶
然
の
結
果
で
あ
り
、
経
験
的
に
現
れ
る
も
の
と
言
及
さ
れ
る
に
と
ど
ま
っ
た
。

以
上
の
よ
う
に
ジ
ョ
ン
ソ
ン
は
、
公
企
業
を
経
済
官
僚
が
産
業
政
策
の
手
法
と
し
て
主
導
的
に
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
い
た
。
彼

は
、
官
民
関
係
を
官
僚
制
優
位
と
認
識
す
る
こ
と
で
、
公
企
業
の
官
僚
制
組
織
の
活
動
と
し
て
の
側
面
を
積
極
的
に
評
価
し
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
う
し
た
公
企
業
評
価
は
、
彼
の
官
民
関
係
に
対
す
る
認
識
を
前
提
と
す
る
も
の
で
、
必
ず
し
も
実
証
作
業
を
踏
ま
え
て
な
さ
れ

た
も
の
で
な
か
っ
た
。

(
お
)

次
に
、

R
・
サ
ミ
ユ
エ
ル
ズ
の
研
究
を
検
討
し
た
い
。
彼
は
『
日
本
に
お
け
る
国
家
の
ビ
ジ
ネ
ス
」
(
一
九
八
七
年
)
に
お
い
て
、
日
本

の
国
家
と
市
場
が
相
互
了
承

En--USE-gロ
お
毘
)
の
関
係
に
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
、
国
家
と
市
場
の
盟
約
点
(
吉
富
良

(
幻
)

g
g宮
円
【
)
に
位
置
す
る
公
企
業
(
明
富
お

2
8弓
ユ
お
)
を
取
り
上
げ
る
。
そ
し
て
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
産
業
(
石
炭
・
電
力
・
石
油
・
代
替
エ
ネ

ル
ギ
ー
)
の
歴
史
を
公
企
業
の
発
現
に
即
し
て
丹
念
に
記
述
し
て
い
く
。
具
体
的
に
は
、
日
本
石
炭
株
式
会
社
、
日
本
発
送
電
株
式
会
社
、

(
お
)

帝
国
石
油
株
式
会
社
、
石
油
開
発
公
固
な
ど
、
戦
前
期
か
ら
戦
後
に
か
け
て
の
公
企
業
に
つ
い
て
検
討
が
な
さ
れ
た
。
こ
う
し
た
歴
史
的
な

考
察
を
踏
ま
え
て
サ
ミ
ユ
エ
ル
ズ
は
、
国
家
に
よ
る
市
場
へ
の
介
入
が
市
場
に
適
合
す
る
形

(
S
R
W
2
・8
ロ
診
ヨ

Em)
で
し
か
な
さ
れ
て
こ

な
か
っ
た
こ
と
を
確
認
す
る
。
つ
ま
り
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
産
業
は
、
経
済
官
僚
の
主
導
性
に
よ
る
も
の
で
な
く
、
国
家
と
市
場
の
相
互
了
承
の

(
m
m
)
 

な
か
で
展
開
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
こ
の
な
か
で
公
企
業
は
、
市
場
適
合
的
な
場
合
に
お
い
て
の
み
登
場
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

公企業と官僚制(1)

サ
ミ
ユ
エ
ル
ズ
が
論
じ
る
よ
う
に
公
企
業
を
「
官
」
と
「
民
」
の
相
互
了
承
と
捉
え
る
な
ら
ば
、
公
企
業
の
官
僚
制
組
織
の
活
動
と
し
て

の
側
面
は
消
極
的
に
評
価
さ
れ
ざ
る
を
え
な
く
な
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
立
論
で
は
、
な
ぜ
公
企
業
が
行
政
活
動
を
肥
大
化
さ
せ
る
要
因

に
な
る
の
か
、
な
ぜ
公
共
性
が
重
視
さ
れ
る
の
か
と
い
っ
た
公
企
業
の
今
日
的
問
題
を
説
得
的
に
説
明
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
そ
れ
は
、
公

企
業
が
相
互
了
承
で
誕
生
し
た
と
す
る
な
ら
ば
市
場
の
都
合
に
応
じ
て
公
企
業
が
改
廃
さ
れ
る
(
つ
ま
り
行
政
活
動
の
肥
大
化
は
続
か
な
い
)

は
ず
で
あ
る
し
、
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
公
企
業
が
官
僚
制
に
よ
る
利
権
の
温
床
(
「
裏
庭
」
)
と
な
る
こ
と
も
あ
り
え
な
い
は
ず
だ
か
ら
で

北法53(1・17)17



説

あ
る
。
こ
う
し
た
点
を
説
明
す
る
の
に
際
し
て
は
、
官
僚
制
組
織
の
活
動
と
し
て
の
側
面
が
よ
り
自
覚
的
に
捉
え
ら
れ
る
必
要
が
あ
る
と
い

(
ぬ
)

え
る
。

論

ジ
ョ
ン
ソ
ン
と
サ
ミ
ユ
エ
ル
ズ
の
研
究
で
は
、
官
民
関
係
の
視
座
に
比
重
が
お
か
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
本
稿
の
課
題
と
の
関
連
で
い
う

な
ら
ば
、
官
僚
制
組
織
に
よ
る
活
動
の
視
座
に
よ
り
大
き
な
比
重
が
お
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
官
僚
制
組
織
の
活

動
と
し
て
の
側
面
か
ら
公
企
業
を
歴
史
的
に
考
察
を
し
て
い
く
。
そ
し
て
、
行
政
学
か
ら
の
研
究
に
お
け
る
も
う
一
つ
視
座
で
あ
る
官
民
関

係
の
視
座
に
も
注
意
を
払
う
と
い
う
意
味
で
、
公
企
業
を
官
僚
制
組
織
に
よ
る
対
外
的
活
動
の
側
面
か
ら
捉
え
て
い
く
こ
と
と
し
た
い
。
つ

(
幻
)

ま
り
、
公
企
業
を
行
政
手
法
の
視
角
か
ら
検
討
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
視
角
か
ら
研
究
を
進
め
る
に
あ
た
り
、
ジ
ョ
ン
ソ
ン
と
サ

ミ
ユ
エ
ル
ズ
の
研
究
に
欠
け
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
は
、
次
の
点
で
あ
る
。

ま
ず
第
一
は
、
公
企
業
の
存
在
が
所
与
の
前
提
に
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
彼
ら
の
研
究
で
は
、
あ
ら
ゆ
る
公
企
業
の
存
在
が

自
明
視
さ
れ
て
い
る
が
、
ど
の
よ
う
な
経
緯
を
経
て
公
企
業
が
生
み
出
さ
れ
た
の
か
を
検
討
す
る
こ
と
で
、
公
企
業
と
官
僚
制
の
関
わ
り
が

明
ら
か
に
な
っ
て
く
る
と
思
わ
れ
る
。
第
二
は
、
産
業
政
策
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策
に
つ
い
て
の
知
見
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
彼

ら
の
問
題
関
心
が
公
企
業
そ
の
も
の
に
あ
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
考
察
対
象
が
偏
る
の
は
仕
方
の
な
い
こ
と
と
し
て
も
、
そ
れ
に
と
ど
ま
ら

な
い
公
企
業
の
行
政
手
法
と
し
て
の
論
理
は
何
か
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
え
る
。
第
三
は
、
時
期
区
分
が
な
さ
れ
て
い
な
い
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
ジ
ョ
ン
ソ
ン
は
官
僚
制
優
位
の
視
点
か
ら
、
サ
ミ
ユ
エ
ル
ズ
は
相
互
了
承
の
視
点
か
ら
全
対
象
期
間
を
捉
え
て
い
る
が
、

戦
前
期
・
戦
時
期
・
戦
後
復
興
期
と
い
っ
た
時
期
ご
と
の
違
い
を
明
確
に
す
る
こ
と
も
大
切
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
う
ち
第
三
の
点

は
、
官
民
関
係
を
時
期
ご
と
に
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
も
関
わ
っ
て
く
る
。
以
下
で
は
、
ジ
ョ
ン
ソ
ン
と
サ
ミ
ユ
エ
ル
ズ

の
指
摘
が
ど
の
時
期
に
最
も
適
合
的
で
あ
る
の
か
に
つ
い
て
も
意
識
的
に
考
え
て
い
く
こ
と
と
し
た
い
。

以
上
の
こ
と
を
念
頭
に
置
き
つ
つ
本
稿
で
は
、
次
の
よ
う
な
分
析
枠
組
み
に
即
し
て
論
述
し
て
い
く
。
す
な
わ
ち
、
公
企
業
に
つ
い
て
、
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そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
論
理
を
持
つ
行
政
手
法
と
し
て
形
成
さ
れ
、
官
僚
制
の
い
か
な
る
知
識
と
し
て
活
用
さ
れ
た
の
か
を
官
民
関
係
を
踏
ま

(

幻

)

(

お

)

え
つ
つ
、
歴
史
的
に
検
討
す
る
。
つ
ま
り
、
多
様
な
行
政
分
野
で
活
用
さ
れ
る
公
企
業
を
行
政
手
法
の
視
角
か
ら
歴
史
的
に
考
察
し
、
そ
れ

(
初
)

が
官
僚
制
の
い
か
な
る
執
務
知
識
で
あ
っ
た
の
か
、
と
い
う
枠
組
み
か
ら
分
析
を
行
う
。

本
稿
は
、
以
下
の
よ
う
に
構
成
さ
れ
る
。

ま
ず
、
第
一
部
で
は
、
戦
時
期
に
登
場
す
る
「
営
団
」
の
前
史
に
つ
い
て
論
じ
る
。
第
一
章
で
は
、
行
政
手
法
と
し
て
の
公
企
業
(
固
有

国
営
、
特
殊
会
社
)
が
そ
も
そ
も
ど
の
よ
う
な
環
境
の
な
か
で
生
ま
れ
(
起
源
)
、
官
僚
制
に
活
用
さ
れ
て
き
た
の
か
(
展
開
)
を
考
察
す

る
。
公
企
業
の
う
ち
戦
時
期
に
最
も
活
用
さ
れ
た
の
は
、
会
社
形
態
の
特
殊
会
社
(
国
策
会
社
)
で
あ
っ
た
。
こ
の
章
で
は
そ
の
理
由
を
、

特
殊
会
社
(
国
策
会
社
)
の
持
つ
行
政
手
法
と
し
て
の
論
理
(
官
民
協
力
の
論
理
)
か
ら
説
明
す
る
。
第
二
章
で
は
、
後
に
「
営
団
」
と
な

る
新
た
な
公
企
業
形
態
が
特
殊
会
社
(
国
策
会
社
)
と
の
関
わ
り
の
な
か
で
ど
の
よ
う
に
構
想
さ
れ
た
の
か
を
、
東
京
の
交
通
調
整
問
題
を

素
材
に
検
討
す
る
。

第
二
部
で
は
、
新
た
に
登
場
し
た
「
営
団
」
が
い
か
な
る
論
理
一
を
持
つ
行
政
手
法
で
あ
っ
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
、
そ
れ
が
官

僚
制
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
執
務
知
識
と
し
て
の
意
味
を
持
っ
て
い
た
の
か
を
考
察
す
る
。
ま
ず
、
第
三
章
で
は
、
最
初
の
営
団
で
あ
る
住

宅
営
団
、
帝
都
高
速
度
交
通
営
団
、
農
地
開
発
営
団
の
設
立
過
程
を
通
し
て
、
「
営
団
」
が
官
民
協
力
の
論
理
を
持
つ
特
殊
会
社
(
国
策
会

社
)
の
例
外
的
手
法
と
し
て
誕
生
し
た
こ
と
を
述
べ
る
。
第
四
章
で
は
、
戦
争
が
深
化
し
て
い
く
な
か
で
「
営
団
」
が
官
僚
制
に
よ
っ
て
ど

の
よ
う
に
活
用
さ
れ
た
の
か
を
検
討
す
る
。
以
上
を
踏
ま
え
て
「
営
団
」
が
官
民
の
バ
ラ
ン
ス
の
な
か
で
限
定
的
に
活
用
で
き
る
執
務
知
識

公企業と官僚制(1)

に
過
ぎ
な
か
っ
た
こ
と
を
説
明
す
る
。
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第
三
部
で
は
、
戦
後
復
興
期
、
な
か
で
も
占
領
下
に
登
場
し
た
「
公
団
」
と
「
公
社
」
が
ど
の
よ
う
な
論
理
を
持
つ
行
政
手
法
で
あ
っ
た

の
か
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
官
僚
制
に
と
っ
て
い
か
な
る
執
務
知
識
で
あ
っ
た
の
か
を
論
じ
る
。
第
五
章
で
は
、
「
公
団
」
が
G
H
Q
の
指
令



説

(
お
)

に
基
づ
き
、
公
的
独
占
の
論
理
を
持
つ
行
政
手
法
と
し
て
誕
生
す
る
過
程
を
考
察
す
る
。
第
六
章
で
は
、
こ
う
し
た
論
理
を
持
つ

が
官
僚
制
に
と
っ
て
汎
用
性
の
高
い
執
務
知
識
と
な
り
得
る
可
能
性
を
持
っ
て
い
た
こ
と
、
し
か
し

G
H
Qの
方
針
転
換
に
よ
っ
て
「
公
団
」

の
活
用
範
囲
は
次
第
に
狭
め
ら
れ
て
い
っ
た
こ
と
を
論
じ
る
。
第
七
章
で
は
、
「
公
社
」
が
特
定
の
論
理
を
持
た
な
い
状
況
対
応
的
な
行
政

手
法
と
し
て
誕
生
し
た
た
め
、
官
僚
制
に
と
っ
て
操
作
可
能
性
の
高
い
、
極
め
て
活
用
範
囲
の
広
い
執
務
知
識
と
な
り
え
た
こ
と
を
説
明
す

「
公
団
」

北法53(1・20)20

論

る。
終
章
で
は
、
ま
ず
、
公
企
業
が
歴
史
的
経
緯
の
な
か
で
ど
の
よ
う
な
論
理
を
持
つ
行
政
手
法
と
し
て
形
成
さ
れ
た
の
か
を
改
め
て
整
理
す

る
。
次
い
で
、
公
企
業
が
官
僚
制
に
と
っ
て
い
か
な
る
執
務
知
識
に
な
っ
て
い
っ
た
の
か
を
検
討
す
る
こ
と
で
、
こ
の
時
期
に
形
成
さ
れ
た

執
務
知
識
が
高
度
成
長
期
以
降
の
公
企
業
の
増
加
に
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
こ
と
に
な
っ
た
の
か
を
仮
説
的
に
論
じ
る
こ
と
と
し
た
い
。

註

(
l
)
こ
の
著
作
の
評
価
に
つ
い
て
は
、
手
島
孝
『
ア
メ
リ
カ
行
政
学
(
復
刻
版
)
」
(
日
本
評
論
社
、
一
九
九
五
年
)
七
九
|
八
一
頁
。

(
2
)
F
・O-者
E
F
E
Hさ
を
町
立
ロ
ミ
ミ
宮
M
E
e
b
刊
、

s
p〉号制
S
宣
言
E
P
B
i
8
a
-
z
n垣
ペ
O
『
付
窓

R
E
-
-
8・
3
出
・
司
・
ロ
ム
・
・
聞
こ
出
・
も
・
己
唱
・
な
お
、

ホ
ワ
イ
ト
は
、
公
企
業
を
第
三
の
行
政
単
位
(
第
一
を
省
、
第
二
を
独
立
機
関
と
す
る
)
と
位
置
づ
け
て
い
る
(
唱
・
己
主
。

(3)
玄・開
-
E
B
S
F
。、・円九同・・問
M

・S
・

(
4
)
蝋
山
政
道
『
公
益
企
業
論
』
(
国
土
社
、
一
九
八
O
年
)
。
蝋
山
政
道
『
国
策
企
業
・
公
企
業
論
|
国
家
と
産
業
と
の
関
係
1

』
(
国
土
社
、
一

九
八
一
年
)
。
以
上
の
二
つ
の
著
作
は
、
蝋
山
政
道
に
よ
る
論
文
を
関
島
久
雄
が
編
集
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
前
回
成
東
に

よ
る
紹
介
が
あ
る
(
前
田
成
東
「
蝋
山
政
道
の
『
公
共
企
業
』
論
」
「
季
刊
行
政
管
理
研
究
」
第
五
二
号
、
一
九
九
O
年
)
。
阿
部
史
郎
『
現
業

行
政
管
理
機
構
論
』
(
公
営
評
論
社
、
一
九
五
九
年
)
。
阿
部
史
郎
「
公
社
・
公
団
・
事
業
団
|
公
共
企
業
体
の
原
型
|
』
(
公
企
業
研
究
調
査
会
、

一
九
七
O
年
)
。
一
瀬
智
司
「
現
代
公
企
業
論
』
(
東
洋
経
済
新
報
社
、
一
九
六
九
年
)
。
こ
れ
は
、
国
鉄
の
分
割
民
営
化
な
ど
に
つ
い
て
付
け
加



公企業と官僚制(1)

え
『
現
代
公
共
企
業
論
』
(
東
洋
経
済
新
報
社
、
一
九
八
九
年
)
と
し
て
新
た
に
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
他
、
一
瀬
は
経
済
学
者
ら
と
公
企
業

に
関
す
る
著
作
を
刊
行
し
て
い
る
。
一
瀬
智
司
・
菊
池
祥
一
郎
・
寺
戸
恭
平
・
直
江
重
彦
『
公
社
・
公
団
・
事
業
団
』
(
教
育
社
二
九
七
九
年
)
。

一
瀬
智
司
・
大
島
国
雄
・
肥
後
和
雄
編
「
公
共
企
業
論
〔
新
版
〕
」
(
有
斐
閣
、
一
九
八
七
年
)
。
し
か
し
な
が
ら
、
公
企
業
は
長
ら
く
行
政
学
の

主
要
な
関
心
事
で
な
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
一
九
七
六
年
に
日
本
で
初
め
て
刊
行
さ
れ
た
『
行
政
学
講
座
』
(
全
五
巻
)
の
な
か
に
公
企
業
に

関
す
る
論
考
が
一
本
も
収
め
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
に
端
的
に
示
さ
れ
て
い
る
。
公
企
業
に
関
す
る
論
考
は
、
一
九
九
四
年
に
刊
行
さ
れ
た
『
講

座
行
政
学
』
(
全
五
巻
)
に
お
い
て
よ
う
や
く
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
背
景
に
は
、
一
九
八
0
年
代
以
降
の
行
政
改
革
の
な
か
で
、
中

央
に
お
い
て
は
公
企
業
の
民
営
化
、
地
方
に
お
い
て
は
「
第
三
セ
ク
タ
ー
」
の
族
出
が
見
ら
れ
た
結
果
、
公
企
業
に
対
す
る
行
政
学
か
ら
の
関

心
が
飛
躍
的
に
高
ま
っ
た
と
い
う
事
情
が
考
え
ら
れ
る
(
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
加
藤
一
明
「
〈
書
評
〉
西
尾
勝
・
村
松
岐
夫
編
「
講
座
行
政

学
」
」
日
本
行
政
学
会
編
『
分
権
改
革
ー
そ
の
特
質
と
課
題
1

』
ぎ
ょ
う
せ
い
、
一
九
九
六
年
、
ヱ
ハ
九
l

一
七
O
頁
、
か
ら
示
唆
を
得
た
)
。

(
5
)
西
尾
、
前
掲
『
行
政
の
活
動
』
一
四
六
頁
。
な
お
、
西
尾
は
『
自
治
行
政
要
論
』
に
お
い
て
公
企
業
行
政
を
給
付
行
政
の
な
か
に
位
置
づ
け

て
い
る
が
(
西
尾
勝
・
大
森
瀬
編
『
自
治
行
政
要
論
』
第
一
法
規
、
一
九
八
六
年
、
九
頁
)
、
『
行
政
学
』
(
放
送
大
学
教
育
振
興
会
、
一
九
八
八

年
)
で
は
公
企
業
行
政
を
「
規
制
行
政
、
給
付
行
政
と
同
列
に
並
ぶ
類
型
と
考
え
た
方
が
適
当
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
」
(
三
一
頁
)
と
修
正
し

て
い
る
。

(
6
)
「
政
策
経
路
」
を
真
山
は
、
「
政
策
が
ど
の
よ
う
な
組
織
編
成
や
体
制
を
通
じ
て
実
施
さ
れ
る
の
か
と
い
う
点
に
着
目
し
」
た
概
念
と
規
定
す

る
。
真
山
達
志
「
ガ
ヴ
ア
メ
ン
タ
ル
・
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
政
策
経
路
の
変
化
」
(
総
務
庁
長
官
官
房
企
画
課
『
社
会
環
境
と
行
政

(
V
)
I
新

な
る
行
政
シ
ス
テ
ム
の
構
築
に
む
け
て
|
』
行
政
管
理
研
究
セ
ン
タ
ー
、
一
九
九
七
年
)
一
O
九
頁
。

(
7
)
こ
う
し
た
整
理
は
、
西
尾
、
前
掲
『
行
政
学
〔
新
版
〕
』
に
依
拠
し
て
い
る
。
西
尾
は
、
こ
の
う
ち
対
内
的
活
動
に
関
わ
る
技
術
を
管
理
技
術
、

対
外
的
活
動
に
関
わ
る
技
術
を
行
政
技
術
と
し
て
い
る
(
岡
、
三
六
五
頁
)
。
詳
細
に
つ
い
て
は
、
西
尾
勝
『
行
政
学
の
基
礎
概
念
」
(
東
大
出

版
会
、
一
九
九
O
年
)
所
収
の
「
第
3
章
行
政
と
管
理
」
を
参
照
。

(
8
)
今
村
、
前
掲
論
文
。
な
お
、
今
村
は
、
混
合
経
営
領
域
組
織
を
「
公
共
サ
ー
ビ
ス
・
シ
ス
テ
ム
」
の
文
脈
に
お
い
て
捉
え
る
こ
と
の
重
要
性

を
指
摘
し
て
い
る
。

(
9
)
松
並
、
前
掲
論
文
。
な
お
、
松
並
は
「
境
界
領
域
組
織
」
を
対
象
と
す
る
こ
と
で
認
可
法
人
、
公
益
法
人
の
一
部
に
つ
い
て
も
言
及
し
て
い

る。
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説

(
叩
)
村
松
、
前
掲
書
、
六
七
頁
。
こ
の
こ
と
が
よ
り
明
瞭
に
記
さ
れ
て
い
る
の
は
、
村
松
岐
夫
『
日
本
の
行
政
』
(
中
央
公
論
社
、

九
四
l
九
五
頁
。

(
日
)
以
上
の
他
に
た
と
え
ば
、
片
岡
寛
光
『
行
政
の
構
造
」
(
早
稲
田
大
学
出
版
部
、
一
九
九
二
年
)
二
五
六
|
二
六
四
頁
。

(ロ
)
U
B
E
O
E
B
2
0・匂ミ
5
2
ミ
司
、

s
E
Z
ミ
ぬ
込
ミ
~
k
E
Z
hこ
認
を
さ
・
5
こ
よ
な
門
司
守
、
自
主
ロ
与
さ
~
q
空白押
S
F昇
。
昼
間
O
B
S
-
g
S
F
a

C-噌・・

3
S・
渡
辺
敏
訳
『
通
産
省
と
ハ
イ
テ
ク
産
業
」
(
サ
イ
マ
ル
出
版
会
、
一
九
九
一
年
)
。
オ
キ
モ
ト
は
、
こ
う
し
た
公
企
業
を
行
政
の
機
能

的
な
必
要
性
に
応
じ
て
組
織
さ
れ
る
と
説
明
す
る
(
唱
一
己
も

-
2・
)
。
し
か
し
、
そ
れ
が
な
ぜ
可
能
で
あ
る
の
か
に
つ
い
て
は
言
及
し
て
い
な
い
。

(
日
)
内
町
邑
ヨ
伺
a
M
O
E
ロ目。
p'Ehubs
可
、
え

w~九
円
、
ミ
甘
い
宅
内
。
君
、
ミ
-
R
F
-
唱吋∞・

(
M
)
S
E
-
-
喝・司・

(日

)
S
R
-
-
u・s-E唱・霊・

(
山
山

)
S
R
-
-
n
E同
M
B
3・

(げ

)
S
R・
《

U
F
8
5
&・

(同

)
2
a
s
g
r
E
g
=・
ミ
同
司

ghご
岳
町
」
号
室
内
定
さ
ミ
ミ
同
--MS向
。
ミ
ミ
号
。
コ
ミ
ミ
ミ
ミ
き
と
ミ
・

3MMム
唱
封
切
言
明
。
丘
門
リ
些

P
E曲・
M
g
p邑

C-P
右
足
・
(
矢
野
俊
比
古
監
訳
「
通
産
省
と
日
本
の
奇
跡
」

T
B
S
ブ
リ
タ
ニ
ヵ
、
一
九
八
二
年
)
。
そ
の
検
討
と
し
て
は
、
た
と
え
ば
山
口

二
郎
「
多
様
化
す
る
官
僚
制
論
と
統
合
へ
の
模
索
|
村
松
岐
夫
『
戦
後
日
本
の
官
僚
制
」
、

c-
ジ
ョ
ン
ソ
ン
「
通
産
省
と
日
本
の
奇
跡
』
を
中

心
と
し
て
」
(
『
自
治
研
究
」
第
五
九
巻
第
一

O
号
、
一
九
八
三
年
)
。
大
山
耕
輔
「
書
評
チ
ャ
l
マ
l
ズ
・
ジ
ョ
ン
ソ
ン
著
矢
野
俊
比
古

監
訳
「
通
産
省
と
日
本
の
奇
跡
」
」
(
『
季
刊
行
政
管
理
研
究
』
第
二
九
号
、
一
九
八
五
年
)
。
内
山
融
『
現
代
日
本
の
国
家
と
市
場
|
石
油
危
機

以
降
の
市
場
の
脱
〈
公
的
領
域
〉
化
」
東
大
出
版
会
、
一
九
九
八
年
。

(
印

)
S
E
-
-
司・凶$・も・
ω
ニ-

(
却

)
S
E
-
-
司・凶ご・

(幻

)
S
E
-
-
唱-
M

コE
司・
ω
S・

(幻

)
S
R
-
-
M・2
m
こ
の
他
に
ジ
ョ
ン
ソ
ン
は
、
九
つ
の
市
場
調
和
的
方
法
を
指
摘
す
る
。

(お

)
S
R
-
唱・凶

5
・

(担
)
h
F
E
-
-

唱・ロ・
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公企業と官僚制(1)

(
お
)
与
え
・
・
唱
・
2
∞・

(
部
)
担

n
Z
E
E
E
5
-
P
呂
町

E
Z
E
h
q
h
H
E向
'
E
Eミ
R
M
E同
町
・
岡
沼
町
認
可
ミ
ミ
枠
内
H
S
D
V語
、
む
ミ
ロ
ミ
b
s
h
出
足
言
。
号
む
こ
》
句
、
h』潟町立て町、

E
R
R
n
O
B
o
-
-

C
・
戸
回
申
告
・
庚
松
毅
監
訳
「
日
本
に
お
け
る
国
家
と
企
業
|
エ
ネ
ル
ギ
ー
産
業
の
歴
史
と
国
際
比
較
』
(
多
賀
出
版
、
一
九
九
九
年
)
。
同
書
を

要
約
し
た
も
の
と
し
て
、
北
山
俊
哉
訳
「
日
本
に
お
け
る
国
家
の
ビ
ジ
ネ
ス
」
(
『
レ
ヴ
ア
イ
ア
サ
ン
』
第
二
号
、
木
鐸
社
、
一
九
八
八
年
)
。
ま

た
、
内
山
、
前
掲
書
の
整
理
も
参
考
に
な
る
。

(幻

)
S
R
-
匂・∞・も
-
H
0
・

(お

)
S
E
-
-
門
吉
宮
0
5
・，
n
F
8
8
a
-

(却
)
S
Rニ
司

-
N
U
∞・也
-Mau-
こ
れ
は
、
「
保
証
者
と
し
て
の
日
本
国
家
」
(
吋
Z

E
宮
忠
明
n
m
S
8
8

。ER
g
s『
)
の
証
拠
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
こ

の
こ
と
は
ジ
ョ
ン
ソ
ン
に
お
い
て
論
じ
ら
れ
な
か
っ
た
、
公
企
業
が
「
市
場
調
和
的
手
法
」
で
あ
る
こ
と
へ
の
一
つ
の
説
明
と
な
り
う
る
。

(
却
)
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
経
済
官
僚
の
主
導
性
を
主
張
す
る
ジ
ョ
ン
ソ
ン
の
立
論
の
ほ
う
が
説
得
力
を
持
っ
て
い
る
よ
う
に
も
恩
わ
れ
る
。

し
か
し
、
彼
は
公
企
業
の
増
加
を
必
ず
し
も
問
題
視
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
ち
F
白

E
q田
宮
吉
田
O
ロ
-
K、
言
ぱ
、

s~庁
、
ミ
斥
河
口
語
、
む
ミ

2

唱・戸一
W
A
W
-
)

。

(
訂
)
本
稿
で
は
、
政
策
(
行
政
)
手
段
を
束
ね
る
発
想
・
着
想
を
「
行
政
手
法
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。
政
策
(
行
政
)
手
段
の
観
点
に
お
い
て

は
、
考
察
対
象
と
な
る
公
企
業
を
政
策
の
目
的
|
手
段
の
関
係
か
ら
認
識
す
る
こ
と
と
な
る
。
そ
の
場
合
、
公
企
業
は
、
た
と
え
ば
産
業
政
策

の
手
段
と
し
て
把
握
さ
れ
る
に
と
ど
ま
り
、
官
僚
制
に
お
け
る
公
企
業
の
意
味
を
問
う
こ
と
が
難
し
く
な
る
。
本
稿
で
は
、
政
策
(
行
政
)
手

段
の
上
位
概
念
と
し
て
「
行
政
手
法
」
を
位
置
づ
け
る
こ
と
と
し
た
い
。
な
お
、
政
策
手
段
の
観
点
に
つ
い
て
は
、
一
九
八
二
年
九
月
一
三
日

か
ら
四
日
間
開
催
さ
れ
た
国
際
行
政
学
会
東
京
会
議
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
(
「
国
の
政
策
手
段
と
し
て
の
公
企
業
を
め
ぐ
る
諸
問
題
」
)
。
議

論
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
寺
戸
恭
平
「
各
国
に
お
け
る
公
企
業
の
現
状
と
問
題
点
(
上
)
(
下
)
|
国
際
行
政
学
会
東
京
会
議
『
国
の
政
策
手
段

と
し
て
の
公
企
業
を
め
ぐ
る
諸
問
題
』
の
討
議
か
ら
l
」
(
「
季
刊
行
政
管
理
研
究
』
第
二
一
、
二
二
号
、
一
九
八
三
年
)
を
参
照
。

(
詑
)
個
々
の
行
政
活
動
と
環
境
要
因
の
因
果
関
係
を
解
明
す
る
こ
と
は
、
行
政
史
研
究
の
課
題
で
あ
る
(
西
尾
、
前
掲
「
行
政
の
活
動
』
一
七
一
一
一

頁)。

(
お
)
た
と
え
ば
、
行
政
分
野
別
に
特
殊
法
人
を
分
類
し
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
総
務
庁
長
官
官
房
総
務
課
編
『
公
的
法
人
の
機
能
と
そ
の
管
理
』
(
行

政
管
理
研
究
セ
ン
タ
ー
、
一
九
八
七
年
)
一
一
一
一
一
二
頁
。
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説

(
お
)
こ
う
し
た
見
方
は
、
井
出
嘉
憲
、
西
尾
勝
、
村
松
岐
夫
「
行
政
学
を
考
え
る
」
(
『
自
治
研
究
』
第
五
三
巻
第
二
号
、
一
九
七
七
年
)
四
一
頁

の
西
尾
発
言
か
ら
示
唆
を
受
け
て
い
る
。
執
務
知
識

(
U
5
5
Z
Z
8ロ
)
に
つ
い
て
は
、

M
-
ヴ
ェ

l
パ
l
、
阿
閉
士
口
男
、
脇
圭
平
訳
「
官
僚
制
』

(
恒
星
社
厚
生
閥
、
一
九
八
七
年
)
。

(
お
)
本
稿
は
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
こ
と
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
占
領
研
究
を
意
図
す
る
も
の
で
な
い
。
し
た
が
っ
て
、

に
使
用
し
、

G
H
Q側
の
資
料
の
活
用
は
、
必
要
最
小
限
度
に
止
ま
っ
て
い
る
。

号ι
阿岡

日
本
側
の
資
料
を
、
王

第
三
節

論
述
に
あ
た
っ
て
の
留
意
点

本
稿
は
以
上
の
課
題
と
分
析
枠
組
み
に
基
づ
い
て
論
じ
て
い
く
が
、
本
論
に
入
る
に
先
立
ち
、
公
企
業
の
定
義
を
行
い
、
本
稿
で
取
り
上

げ
る
公
企
業
の
位
置
づ
け
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

(
l
)
 

一
般
に
公
企
業
と
は
、
公
共
性
と
企
業
性
と
い
う
こ
つ
の
側
面
を
併
せ
も
つ
事
業
体
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
定
義
の
仕
方
は

(2) 

論
者
に
よ
っ
て
異
な
り
、
一
義
的
に
示
す
こ
と
は
難
し
い
。
そ
の
結
果
、
公
企
業
に
含
ま
れ
る
経
営
形
態
に
つ
い
て
は
様
々
な
見
解
が
示
さ

(3) 

れ
る
こ
と
と
な
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
先
の
分
析
枠
組
み
を
踏
ま
え
て
行
政
手
法
と
し
て
の
側
面
を
重
視
し
た
公
企
業
の
定
義
を
行
う
。

す
な
わ
ち
、
固
ま
た
は
地
方
自
治
体
が
行
政
運
営
の
手
法
と
し
て
、
そ
の
所
有
あ
る
い
は
経
営
に
何
ら
か
の
形
で
関
与
し
て
い
る
企
業
を
公

(4) 

企
業
と
す
る
。
具
体
的
に
は
、
現
業
官
庁
、
地
方
公
営
企
業
、
公
社
(
現
在
は
民
営
化
に
よ
り
存
在
し
な
い
て
公
団
、
事
業
団
、
公
庫
、

(5) 

金
庫
、
営
団
、
地
方
公
社
、
特
殊
会
社
、
第
三
セ
ク
タ
ー
な
ど
が
こ
れ
に
該
当
す
る
。
こ
れ
ら
を
経
営
形
態
の
側
面
か
ら
整
理
す
る
と
「
表

(6) 

l
」
の
よ
う
に
な
る
。
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公企業と官僚制(1)

公企業の経営形態

経営形態
具 体 例

中 央 地 方

官庁企業 現業官庁 地方公営企業

会社形態 特殊会社 第三セクター

法人体企業
公社、公団、公庫、

地方公社
公共体形態 事業団、金庫、

地方開発事業団
特殊銀行、営団

(出所)遠山嘉博『現代公企業総論j東洋経済新報社、 1987年、 157
頁に加筆・修正を加えた。

経
営
形
態
は
、
大
き
く
二
つ
に
分
け
ら
れ
る
。
ま
ず
「
官
庁
企
業
」
は
、
行
政
組
織
の
一
部
と

し
て
財
務
、
会
計
、
人
事
に
お
い
て
政
治
・
行
政
か
ら
直
接
的
な
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
受
け
、
独
立

の
法
人
格
を
持
た
な
い
企
業
で
あ
る
。
こ
の
具
体
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
「
現
業
官
庁
」

と
「
地
方
公
営
企
業
」
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
「
法
人
体
企
業
」
は
、
独
立
の
法
人
格
が
付
与

さ
れ
る
こ
と
で
政
治
・
行
政
か
ら
の
直
接
的
な
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
弱
く
、
経
営
の
自
主
性
を
持
つ

企
業
で
あ
る
。
そ
し
て
、
「
法
人
体
企
業
」
は
、
私
法
上
の
会
社
か
、
あ
る
い
は
公
法
上
の
わ

か
に
よ
っ
て
「
会
社
形
態
」
と
「
公
共
体
形
態
」
に
区
別
さ
れ
る
。
こ
の
う
ち
「
会
社
形
態
」
の

具
体
例
と
し
て
は
「
特
殊
会
社
」
「
第
三
セ
ク
タ
ー
」
を
、
「
公
共
体
形
態
」
の
具
体
例
と
し
て
は

「
公
社
」
「
公
団
」
「
営
団
」
「
地
方
公
社
」
な
ど
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
な
お
「
法
人
体
企

業
」
に
つ
い
て
は
、
企
業
の
性
格
に
着
目
す
る
こ
と
で
「

E
Z貯
の
。
号
。

E
5と
あ
る
い
は

(
8
)
 

「。。〈
0
5
5
n去
の
。
G
0
2
5ロ
」
と
捉
え
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

(
9
)
 

次
章
以
下
で
は
、
こ
う
し
た
公
企
業
の
中
心
的
存
在
と
さ
れ
る
「
公
共
体
形
態
」
に
つ
い
て
、

(m) 

中
央
レ
ベ
ル
の
「
営
団
」
「
公
団
」
「
公
社
」
に
焦
点
を
当
て
て
論
じ
て
い
く
。
こ
れ
ら
は
、
省
庁

(
日
)

の
「
外
郭
団
体
」
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
も
あ
る
。

註
(
1
)
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
研
究
者
の
聞
で
見
解
が
一
致
し
て
い
る
と
い
え
る
。
そ
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
植
草
益
「
八
ム
企
業
の
数
・

形
態
・
役
割
」
(
岡
野
・
植
草
編
、
前
掲
書
)
一
一
一
及
び
二
O
頁
。
西
尾
、
前
掲
『
行
政
の
活
動
』
一
四
七
頁
を
参
照
。
た
だ
し
、
そ
れ
を
ど
う
発
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表1



揮
す
る
か
に
つ
い
て
は
意
味
が
は
っ
き
り
し
て
い
な
い
と
い
う
。
こ
の
こ
と
を
「
公
社
」
に
つ
い
て
検
討
し
た
も
の
と
し
て
、
寺
戸
恭
平
「
公

社
組
織
の
指
導
理
念
の
検
討
|
公
共
性
と
企
業
性
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
l
」
(
日
本
行
政
学
会
編
「
行
政
に
お
け
る
組
織
と
人
間
』
ぎ
ょ
う
せ
い
、
一

九
七
五
年
)

0

(
2
)
こ
う
し
た
指
摘
は
、
た
と
え
ば
、
遠
山
、
前
掲
書
、
三
O
|
一
一
一
一
一
頁
。
西
尾
、
前
掲
『
行
政
の
活
動
』
一
四
六
頁
。
ま
た
、
法
律
面
か
ら
も

実
務
面
か
ら
も
統
一
的
な
定
義
は
な
さ
れ
て
い
な
い
(
堀
江
正
弘
「
日
本
に
お
け
る
公
企
業
の
改
革
」
「
季
刊
行
政
管
理
研
究
』
第
七
三
号
、
一

九
九
六
年
)
。
堀
江
は
執
筆
当
時
、
総
務
庁
行
政
管
理
局
企
画
調
整
課
長
。

(
3
)
た
と
え
ば
、
所
有
形
態
を
ど
の
よ
う
に
定
義
す
る
か
に
よ
っ
て
、
そ
こ
に
含
ま
れ
る
経
営
形
態
も
自
ず
と
異
な
っ
て
く
る
。
す
な
わ
ち
、
政

府
が
全
額
出
資
す
る
も
の
の
み
を
公
企
業
と
す
る
か
(
西
尾
、
前
掲
「
行
政
の
活
動
』
)
、
政
府
と
民
間
が
部
分
的
に
出
資
す
る
も
の
ま
で
を
公

企
業
と
す
る
か
(
植
草
、
前
掲
論
文
、
一
瀬
、
前
掲
書
な
ど
)
に
よ
っ
て
そ
こ
に
含
ま
れ
る
経
営
形
態
も
異
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
前
者
の

場
合
、
公
私
混
合
企
業
体
で
あ
る
第
三
セ
ク
タ
ー
は
公
企
業
に
含
ま
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。

(
4
)
多
く
の
場
合
、
固
ま
た
は
地
方
自
治
体
が
一
部
ま
た
は
全
部
を
所
有
す
る
こ
と
を
公
企
業
の
要
件
と
し
て
い
る
(
遠
山
、
前
掲
書
、
一
三
|

三
二
頁
)
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
公
企
業
を
捉
え
る
と
、
公
企
業
の
歴
史
に
お
い
て
必
ず
言
及
さ
れ
る
戦
時
期
の
日
本
発
送
電
株
式
会
社
は
、

民
有
民
営
で
あ
る
た
め
議
論
か
ら
除
外
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
と
は
い
え
、
実
際
は
、
所
有
関
係
を
重
視
し
な
が
ら
日
本
発
送
電
株
式
会
社
に

つ
い
て
言
及
す
る
論
者
は
多
い
(
こ
う
し
た
形
態
を
「
公
企
業
類
似
形
態
(
準
公
企
業
ご
と
捉
え
る
論
者
も
い
る
。
山
城
章
「
八
ム
企
業
」
春
秋

社
、
一
九
五
五
年
、
八
六
i
九
二
頁
)
。
な
お
、
所
有
面
か
ら
日
本
の
公
企
業
を
規
定
す
る
こ
と
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
松
原
聡
「
民
営
化
と
規

制
緩
和
』
(
日
本
評
論
社
、
一
九
九
一
年
)
五
二
五
回
頁
、
を
参
照
の
こ
と
。
本
稿
で
は
笠
京
子
に
よ
る
外
郭
団
体
の
定
義
を
参
考
に
し
つ
つ

(
「
行
政
機
関
の
外
郭
に
あ
っ
て
こ
れ
と
連
携
を
保
ち
、
そ
の
活
動
や
事
業
を
助
け
る
法
律
上
の
団
体
」
。
た
だ
し
、
外
郭
団
体
の
明
確
な
定
義

は
存
伝
し
な
い
と
い
う
。
笠
京
子
「
省
庁
の
外
郭
団
体
・
業
界
団
体
・
諮
問
機
関
」
西
尾
勝
・
村
松
岐
夫
編
『
〈
講
座
行
政
学
〉
第
4
巻

政

策

と
管
理
」
有
斐
閑
、
一
九
九
五
年
、
八
三
頁
)
、
ラ
フ
な
定
義
付
け
を
行
っ
た
。

(
5
)
公
企
業
に
つ
い
て
は
、
公
益
事
業
を
含
ま
な
い
考
え
方
が
一
般
的
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
一
瀬
智
司
は
、
公
企
業
と
公
益
事
業
(
企
業
)

を
あ
わ
せ
て
「
公
共
企
業
」
と
し
て
い
る
(
一
瀬
智
司
「
序
論
」
一
瀬
智
司
・
大
島
国
雄
・
肥
後
和
雄
編
、
前
掲
書
、
一
ー
二
頁
)
。

(
6
)
以
下
に
つ
い
て
は
、
遠
山
、
前
掲
書
、
一
五
七
l

一
五
九
頁
を
参
考
に
し
た
。

(
7
)
公
法
人
と
私
法
人
に
つ
い
て
は
、
園
部
敏
「
公
法
人
と
私
法
人
」
(
田
中
二
郎
・
原
龍
之
助
・
柳
瀬
良
幹
編
『
行
政
法
講
座

説
屯♂h

R間
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第
二
巻
』
有
斐



閣
、
一
九
六
四
年
)
。

(8)

一
瀬
、
前
掲
書
、
一
一
一
一
一
一
頁
。

(9)
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
序
章
第
一
節
を
参
照
の
こ
と
。

(
叩
)
本
稿
で
は
、
「
金
庫
」
「
公
庫
」
と
い
っ
た
金
融
機
関
に
つ
い
て
は
言
及
し
な
い
。

(
日
)
笠
、
前
掲
論
文
。

-
本
稿
は
、
一
九
九
六
年
度
l

一
九
九
七
年
度
文
部
省
科
学
研
究
費
補
助
金
(
特
別
研
究
員
奨
励
費
)
及
び
、
一
九
九
九
年
度
|
二

0
0
0
年
度
文
部

省
科
学
研
究
費
補
助
金
(
奨
励
研
究
A
)
に
よ
る
研
究
成
果
を
踏
ま
え
た
、
北
海
道
大
学
審
査
博
士
(
法
学
)
学
位
論
文
(
二
O
O
一
年
六
月
二
九

日
授
与
)
に
加
筆
・
修
正
を
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。

公企業と官僚制(1)
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